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名古屋市告示第 721  号 

名古屋市千音寺土地区画整理組合の事業計画の変更の縦覧 

土地区画整理法（昭和29年法律第 119  号）第39条第 1項の規定により、名古

屋市千音寺土地区画整理組合の事業計画の変更について認可の申請がありまし

たので、同条第 2項において準用する同法第20条第 1項の規定により、次のと

おり当該事業計画を一般の縦覧に供します。 

平成29年11月13日 

名古屋市長  河  村  た か し 

1  縦覧の期間

  平成29年11月14日から同月27日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条

例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日を除

きます。

2  縦覧の時間

  午前 8時45分から午後 5時15分まで 

3  縦覧の場所

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

  名古屋市住宅都市局都市整備部区画整理課 

  （名古屋市役所西庁舎 4階）

名古屋市住宅都市局都市整備部区画整理課  
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名古屋市告示第7 2 2号 

名古屋市議会定例会の招集について 

平成29年11月21日午前11時に、名古屋市議会定例会を招集します。 

平成29年11月14日 

名古屋市長  河  村  た か し 

  名古屋市総務局総務課 
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名古屋市告示第 723号 

都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日の一部改正

について 

 昭和52年名古屋市告示第38号（都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開

始の期日）の一部を次のように改正します。 

 その関係図面を緑政土木局緑地部緑地管理課において一般の縦覧に供します。 

  平成29年11月14日 

名古屋市長  河  村  た か し  

 表中 

「 

徳重北公園 緑区鳴海町字神の倉 図面中 223の区

域 

平成22年10月 1日 

                                  」 

を 

「 

徳重北公園 緑区元徳重二丁目 図面中 223の区

域 

平成22年10月 1日 

                                  」 

に 

「 

熊野前西公

園 

緑区鳴海町字神ノ倉 図面中 226の区

域 

平成23年 9月30日 
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熊野前東公

園 

緑区鳴海町字熊ノ前 図面中 227の区

域 

平成23年 9月30日 

                                  」 

を 

「 

熊野前西公

園 

緑区熊の前一丁目 図面中 226の区

域 

平成23年 9月30日 

熊野前東公

園 

緑区熊の前二丁目 図面中 227の区

域 

平成23年 9月30日 

                                  」 

に 

「 

徳重神池公

園 

緑区鳴海町字神ノ倉、

字徳重 

図面中 231の区

域 

平成25年 3月26日 

                                  」 

を 

「 

徳重神池公

園 

緑区元徳重一丁目 図面中 231の区

域 

平成25年 3月26日 

                                  」 

に 

「 

元徳重公園 緑区鳴海町字神ノ倉、

字徳重 

図面中 237の区

域 

平成28年 2月 2日 

                                  」 

を 
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「 

元徳重公園 緑区元徳重一丁目 図面中 237の区

域 

平成28年 2月 2日 

                                  」 

に改めます。 

   附 則 

 この告示は、平成29年11月14日から施行します。 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第 724号 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づく形 

質変更時届出管理区域の指定の解除について 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条

例第15号）第58条の 8第 2項の規定に基づき、形質変更時届出管理区域の指定

を次のとおり解除します。 

平成29年11月16日 

名古屋市長  河  村  た か し 

1 指定を解除する区域 

平成29年名古屋市告示第 642号により指定した区域の全部 

2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

   水銀及びその化合物（土壌溶出量基準） 

鉛及びその化合物（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準） 

砒
ひ

素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

3 当該形質変更時届出管理区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 

7



名古屋市告示第 725号 

土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定及び市民の健康と安全 

を確保する環境の保全に関する条例に基づく措置管理区域の指定 

の解除について 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第 6条第 1項の規定に基づき、特定

有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止

するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが

必要な区域を指定します。この指定に伴い、市民の健康と安全を確保する環境

の保全に関する条例（平成15年名古屋市条例第15号）第58条第 5項の規定に基

づき、当該区域に係る措置管理区域の指定を解除します。 

  平成29年11月16日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 1 要措置区域に指定する土地 

名古屋市南区鶴見通 1丁目 6番 2の全部（詳細は、別紙のとおり） 

2 措置管理区域の指定を解除する土地 

平成29年名古屋市告示第 274号により指定した区域の全部 

3 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

ベンゼン 

4 講ずべき指示措置 

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 726号 

   開発行為に関する工事の完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次

の開発行為に関する工事が完了しました。 

  平成29年11月17日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 1 許可年月日及び許可番号 

  平成29年 7月25日 29指令住開指第84号 

 2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

名古屋市名東区梅森坂一丁目1142番、1145番 2、1145番 3、1145番 4、 

1145番 5、1145番 6、1145番 7、1145番 8、1145番 9及び1151番 1  

3 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  名古屋市名東区梅森坂一丁目1151番地 

  山田拓磨 

                名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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平成29年監査公表第 6号 

 地方自治法第 199条第12項の規定に基づき市長等から措置を講じた旨の通知

があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

  平成29年11月14日 

名古屋市監査委員  藤 沢 ただまさ

同         岡 本 やすひろ

同         黒 川 和 博  

同         橋 本 博 孔  
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平成29年監査公表第 3号関係分（平成29年 5月17日公表） 

市民経済局・観光文化交流局・区役所・財政局 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1(1) 債権管理について 

本市では、未収金の管理について名 

古屋市債権管理条例、名古屋市債権管 

理条例施行細則（以下「管理条例等」 

という。）及び名古屋市会計規則（以 

下「会計規則」という。）で取扱いを 

定めている。管理条例等では債権を適 

正に管理するために管理台帳（以下 

「債権管理台帳」という。）を整備し 

て債権の金額や督促状の発付日、債務 

者との交渉の経過を記載することなど 

が定められている。 

名古屋市国際展示場（以下「国際展 

示場」という。）に係る事務について 

は平成28年度から市民経済局産業労働 

課から観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室 

へ移管されている。 

国際展示場に係る債権の管理状況に 

ついて確認したところ、市民経済局産 

業労働課より観光文化交流局ＭＩＣＥ 

推進室へ事務が移管される以前から、 

債務者への督促状の発付又は催告が行 

われていない事例、債務者との交渉の 

経過が債権管理台帳に記録されていな 

い事例が見受けられた。 

また、財務会計総合システムで確認 

したところ、平成27年度までに発生し 

た債権が市民経済局産業労働課の債権 

として登録されたままとなっており、 

観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室が所管 

する債権としての登録がなかった。 

双方の所属において、財務会計総合 

システム上の手続を確実に行うととも 

に、観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室に 

あっては、引き継いだ債権について、 

適正な管理を行われたい。 

（市民経済局産業労働課、 

観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室） 

 本件は、当課において財務会計総合 

システム上の手続きを確実に行いまし 

た。   （市民経済局産業労働課） 

本件は、債権管理条例等に対する理 

解が不足していたことに起因するもの 

であることから、平成29年 4月11日に 

所属内で研修を行い管理についての理 

解を深めるとともに、事務処理の見直 

しを行うなど、今後の再発防止を図り 

ました。 

また、財務会計総合システム上の債 

権登録については平成29年 1月25日

に、ＭＩＣＥ推進室への移管を行いま 

した。引き継いだ債権の管理について 

は、催告を進めるとともに、債権管理 

台帳の整備を完了し、新たに発生した 

債権についても、適正な管理を徹底す 

るよう対応しています。 

（観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室） 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1(2) 領収書の管理について 

 現金出納員は、会計規則や「領収書 

の適正な管理について」（平成20年 3 

月14日付 会計室次長名事務連絡）等 

に基づき、領収書管理簿を作成するこ 

とや、年度終了時点で使用途中となっ 

た未使用領収書について廃棄等の旨を 

表示することなどとされている。 

 領収書管理簿や領収書を調査したと 

ころ、領収書管理簿への記入が漏れて 

いた事例や年度終了時点で使用途中と 

なった未使用領収書に廃棄等の旨が表 

示されていない事例等が見受けられ 

た。 

領収書の管理は、公金収納事務にお 

ける基本的事項である。加えて、他の 

局区の監査においても再三指摘し監査 

書として公表しているところである 

が、このような事例が見受けられたの 

は誠に遺憾である。会計規則等に基づ 

き適正に事務処理を行われたい。 

（市民経済局消費生活センター、 

観光文化交流局  

名古屋城総合事務所、 

西区山田支所、緑区総務課） 

 本件は、領収書管理簿への記入を失 

念していたことによるものであること 

から、領収書整理票に「領収書管理簿 

払出欄記載済」及び「日付」を朱書き 

し、記入漏れを防ぐ再発防止を図りま 

した。指摘のあった領収書管理簿の記 

入漏れについては、適切に記載しまし 

た。（市民経済局消費生活センター） 

 本件は、会計規則及び「領収書の適 

正な管理について」（平成20年 3月14 

日付会計室次長名事務連絡）の認識の 

不足が原因でした。指摘後直ちに廃棄 

の表示を行うとともに、平成29年 4月 

19日の朝礼で領収書の適正な管理につ 

いて所属内に周知・徹底し、平成29年 

度以降については、会計規則等に基づ 

き適正に事務処理を行っています。 

        （観光文化交流局 

名古屋城総合事務所） 

本件は、領収書管理簿・領収書整理 

票の記載方法や、年度終了時点で使用 

途中となった未使用領収書に廃棄等の 

旨を表示することが所属内において周 

知・徹底されてないことが原因である 

ことから、平成29年 2月 1日の朝礼で 

領収書の適正な管理について所属内に 

周知・徹底しました。 

また、指摘後直ちに、領収書管理簿 

への記載を行い、所属長の決裁を受け 

るとともに、領収書整理票の表紙未記 

載箇所の補記及び、年度終了時点での 

未使用領収書部分に抹線及び廃棄の旨 

を表示しました。 （西区山田支所） 

本件は、年度終了時点で使用途中と 

なった未使用領収書に廃棄等の旨を表 

示することが所属内において周知・徹 

底されてないことが原因であったこと 

から、指摘後直ちに朝礼で所属内に周 

知・徹底するとともに、速やかに廃棄 

の表示を行いました。 

また、平成29年 4月19日に緑区全所 

属へ周知及び改善依頼を行いました。 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

（緑区総務課） 

2 産業廃棄物の処理委託について 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和45年法律第 137号）では、事業 

者は事業活動に伴って生じた廃棄物を 

自らの責任において適正に処理しなけ 

ればならないとされ、事業者が産業廃 

棄物の運搬や処分を他人に委託する場 

合、運搬の許可や処分の許可を受けた 

者に委託するとともに、当該委託契約 

に係る産業廃棄物の種類や数量等を記 

載した産業廃棄物管理票を交付しなけ 

ればならないこととされている。 

 観光文化交流局名古屋城総合事務所 

及び西区山田支所において、産業廃棄 

物の運搬や処分に係る契約について確 

認したところ以下の事例が見受けられ 

た。 

観光文化交流局名古屋城総合事務所 

では、産業廃棄物と認識せずに処理委 

託契約を行っており、契約相手方は運 

搬の許可を受けてはいたが処分の許可 

は受けていなかった。また、産業廃棄 

物管理票も交付していなかった。 

西区山田支所では、産業廃棄物と認 

識していたにもかかわらず運搬や処分 

の許可を受けていない者と処理委託契 

約を行い、当該契約では契約相手方が 

事業者となり産業廃棄物を処理する内 

容となっていた。また、産業廃棄物管 

理票を契約相手方へ交付していなかっ 

た。こうした状況を鑑みると西区山田 

支所においては事業者としての認識が 

不足していたと言わざるをえない。 

 産業廃棄物の運搬や処分について許 

可を受けていない者へ委託することや 

産業廃棄物管理票を交付しないこと 

は、不法投棄などの不適正な処分につ 

ながる恐れがあることから、観光文化 

交流局名古屋城総合事務所及び西区山 

田支所にあっては、事業者としての責 

務を認識し、廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律に基づき適正に処理を行わ 

れたい。 

 本件は、産業廃棄物と認識せずに処 

理委託契約を締結したことが原因であ 

ったことから、平成29年 4月17日に処 

理委託基準等が記述されている「産業 

廃棄物処理の手引き」（名古屋市環境 

局廃棄物指導課作成）を職員全員に配 

布し、平成29年 4月19日の朝礼で廃棄 

物等の適正な処理について周知徹底 

し、再発防止に努めました。 

（観光文化交流局 

名古屋城総合事務所） 

本件は、契約担当者の産業廃棄物処 

理に係る委託基準等の認識不足が原因 

であったことから、指摘後直ちに産業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及 

び「産業廃棄物処理の手引き」（名古 

屋市環境局廃棄物指導課作成）等を供 

覧し、所属内に周知しました。さら 

に、「産業廃棄物処理の手引き」及び 

今回の監査結果については、契約担当 

者のキャビネットに常備し、以降の産 

業廃棄物処理委託契約時等において、 

即座に確認できるよう対応しました。 

（西区山田支所） 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

（観光文化交流局 

名古屋城総合事務所、 

西区山田支所） 

3 公有財産台帳への計上について 

 本市では名古屋市公有財産規則に基 

づき、公有財産台帳を調製し、公有財 

産を管理している。公有財産のうち、 

建物とは屋根及び周壁又はこれに類す 

るものによって形成されるものとさ 

れ、これに従として取付けられている 

内部造作（天井、内壁、床、建具その 

他の内部工事をいう。）等も含むもの 

とされている。 

また、地方自治法によれば物品とは 

本市の所有に属する動産で、現金、公 

有財産及び基金に属するもの以外のも 

の及び使用のために保管する動産とさ 

れている。物品のうち、備品について 

は会計規則で定めるところにより、物 

品管理システムに登録し常に使用状況 

を明らかにしておかなければならない 

とされている。 

 平成28年 6月に公開した名古屋城本 

丸御殿の対面所に係る復元模写された 

障壁画の管理状況を確認したところ、 

平成28年 3月31日付けで公有財産台帳 

に計上されていたが、物品管理システ 

ムにも備品として登録されており、60 

件約 1億 7,691万円が二重に計上され 

ていた。 

 観光文化交流局名古屋城総合事務所 

にあっては、正確に計上されたい。 

（観光文化交流局 

名古屋城総合事務所） 

 なお、本件については物品管理シス 

テムへの登録が削除された。 

（監査期間中に措置済み） 措置済 

15



番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

4(1) 社会保障・税番号（マイナンバー）制 

度について 

 本市では、各区の市民課及び支所 

（以下「市民課等」という。）におい 

て行政手続における特定の個人を識別 

するための番号の利用等に関する法律 

（平成25年法律第27号）等に基づく通 

知カード及び個人番号カードの交付等 

に係る事務を行っている。（当該法律 

等に基づく制度を以下「マイナンバー 

制度」という。） 

市民課等では、通知カード及び個人 

番号カードの交付等並びに住民基本台 

帳ネットワークシステムに関する事務 

処理要領（平成28年 4月 1日市民経済 

局地域振興部住民課）（以下「要領」 

という。）の定めに従い事務を処理し 

ている。 

要領によれば、通知カード管理簿や 

個人番号カード管理簿を作成し、各カ 

ードの交付状況や返納状況等を管理す 

ることとされている。 

また、市民が通知カードや個人番号 

カードに係る手続を行う場合、それぞ 

れ定められた届を提出することとされ 

ているが、一部の手続については転入 

届等他の届に必要事項を記載すること 

により、当該届の提出に代えることが 

できることとされている。この場合、 

市民課等はその届の写しを当該手続に 

係る届として保管することとされてい 

る。 

 市民課等においてマイナンバー制度 

に係る書類等を確認したところ、管理 

簿に記録すべき事項が記録されていな 

かった事例や、当該届に代えるため他 

の届に必要事項を記載させていたがそ 

の写しを取っていなかった事例など、 

要領に定められた書類の管理・保管が 

行われていないものが見受けられた。 

また、届と管理簿の記録が一致しない 

事例などチェックが不十分であるもの 

も見受けられた。 

届は市民課等における事務処理の証 

拠書類である。また、通知カード等の 

 本件は、要領により様式が定められ 

た後、帳簿の適正管理に対する意識が 

不十分であったことから、要領が定め 

られる前の独自様式の修正や写しの保 

管等の作業を怠っていたことに起因し 

ており、要領の定めに従い平成29年 4 

月25日に様式の修正、届の写しの保管 

及び廃棄予定の個人番号カードの処理 

等を行いました。 

また、その日のうちに管理簿へ記 

載、係長または職員による点検を確実 

に実施することで、定めによる適正な 

記録・管理を行っています。 

（西区市民課） 

本件は、要領により様式が定められ 

た後、要領が定められる前の独自様式 

の修正作業が、マイナンバーカード交 

付業務の繁忙に加え、独自様式による 

管理の慣例化により遅延していたこと 

に起因しており、要領の定めに従い平 

成29年 2月 1日より、事務処理要領に 

定める様式に管理簿を改め、個人番号 

カードの管理を実施しています。 

また、課長・係長による確認を確実 

に実施することで、定めによる適正な 

管理を行っています。 

（西区山田支所） 

本件は、要領により様式が定められ 

た後、要領が定められる前の独自様式 

の修正や写しの保管の作業が、業務繁 

忙により遅延していたことに起因して 

おり、指摘後直ちに要領の定めに従い 

様式の修正、届の写しの保管を行いま 

した。 

また、平成29年 2月23日に実施した 

係会で処理を確実に行うよう周知徹底 

するとともに、課長・係長による確認 

を確実に実施することで、今後の再発 

防止を図りました。（中川区市民課） 

 本件は、要領により様式が定められ 

た後も、業務繁忙により、要領が定め 

られる前の独自様式の修正や廃棄予定 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

処理状況の管理や確認を行うために 

も、要領で定められた管理簿等を整え 

ておく必要があると考えられる。 

市民課等にあっては、管理簿への記 

録等定められた処理を確実に行うとと 

もに、定期的に処理状況を確認するな 

ど、適正な事務処理を行われたい。 

（西区市民課・山田支所、 

中川区市民課・富田支所、 

緑区市民課・徳重支所） 

の個人番号カードの処理等を怠ってい 

たことが原因であったことから、指摘 

後直ちに要領の定めに従い様式の修 

正、廃棄予定の個人番号カードの処理 

等を行いました。 

また、平成29年 4月 1日実施の係会 

で処理を確実に行うよう周知徹底する 

とともに、課長・係長による確認を確 

実に実施することで、今後の再発防止 

を図りました。（中川区富田支所） 

本件は、要領策定前に制度の運用が 

始まり事務処理を行ってきたところ、 

要領策定後に、それまでの処理方法を 

見直すなどのチェックが不十分であっ 

たことから、指摘後直ちに要領の定め 

に従い、様式の修正、必要な届書の受 

領の徹底、届の写しの保管及び廃棄予 

定の個人番号カードの穿孔処理を行い 

ました。 

また、担当者 2名によって、翌開庁 

日までに処理内容をチェックすること 

としました。    （緑区市民課） 

 本件は、要領策定前から行っていた 

事務処理方法を継続してしまい、策定 

後に見直すなどの事務が不十分であっ 

たことから生じたものであり、指摘後 

直ちに事務処理方法を見直し、住民異 

動届の写しの保管及び通知カードの返 

納届を受理するようにしました。 

 また、担当者 2名によって、翌開庁 

日までに処理状況をチェックすること 

としました。   （緑区徳重支所） 

4(2) 情報の保護及び管理の方法に関する定 

めについて 

名古屋市情報あんしん条例及び名古 

屋市情報あんしん条例施行細則では、 

課、公所その他の組織の長は、当該組 

織の状況、所掌事務に応じた情報の保 

護及び管理の方法を定めなければなら 

ず、行政文書を取得し、又は作成した 

後は、当該行政文書の内容等に応じた 

保管場所及び保管方法を定め、適切に 

 本件は、定めの本文を平成28年 1月 

 4日付で改正していましたが、別表の 

整理に時間を要していたことが原因で 

した。平成29年 3月 6日に現在保管し 

ている行政文書を確認し、平成29年 3 

月13日付で、「情報に関する定め」の 

改正を行い、別表についても更新を行 

いました。 

 今後は、毎年度実施している文書管 

理システムの簿冊管理簿の整備を行う 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

保管することとされている。 

市民経済局及び各区役所では、これ 

らの規定に基づき、各課室公所におけ 

る情報の保護及び管理の方法に関する 

定め（以下「情報に関する定め」とい 

う。）を各課室公所長が定めている。 

また、各区市民課等では、平成27年 

10月よりマイナンバー制度に係る業務 

が開始され、この業務に伴った個人番 

号カード交付申請書や個人番号カード 

管理簿等の行政文書が新たに作成、保 

管されている。 

情報に関する定めについて確認した 

ところ、以下の事例が見受けられた。 

ア 行政文書の保管場所を記載した 

別表について、平成20年 8月以 

降、更新がなされていなかったも 

の 

（市民経済局中央卸売市場北部市場） 

イ 行政文書の保管場所を記載した 

別表について、随時更新が行われ 

ていたものの、マイナンバー制度 

に係る行政文書が一切記載されて 

いなかったもの 

（西区市民課、 

中川区市民課・富田支所、 

緑区市民課） 

市民経済局中央卸売市場北部市場に 

あっては、現在保管している行政文書 

を確認のうえ、情報に関する定めの更 

新を行われたい。 

市民課等にあっては、マイナンバー 

制度に係る行政文書について、その保 

管場所を情報に関する定めに記載され 

たい。 

今後、行政文書の保有状況に変更が 

ある場合には、情報に関する定めの更 

新を確実に行われたい。 

タイミングに合わせて、行政文書の保 

有状況に変更がないか確認することと 

しました。 

（市民経済局中央卸売市場北部市場） 

本件は、文書管理システムで簿冊の 

追加等をすると同時に「情報に関する 

定め」の変更を実施すべきところ、別 

表への思料が及ばなかったことが原因 

であったことから、「情報に関する定 

め」を平成28年11月22日付で改正し、 

行政文書の保管場所を記載した別表に 

マイナンバー制度に係る行政文書を記 

載しました。 

今後、行政文書の保有状況に変更が 

ある場合の注意喚起の方法としては、 

課の会議において周知徹底を図るとと 

もに、新たに発生した行政文書につい 

ては、その決裁時に「定め」を添付す 

ることにより決裁権者にも確認を求 

め、遺漏のないよう改めました。 

          （西区市民課） 

本件は、文書管理システムで簿冊の 

追加等をすると同時に「情報に関する 

定め」の変更を実施すべきところ、マ 

イナンバー制度に係る行政文書につい 

て保管場所が確定しておらず、別表へ 

の記載は保管場所確定後に行う予定で 

あったことが原因であったことから、 

直ちに保管場所を確定させるととも 

に、「情報に関する定め」を平成29年 

 3月 1日付で改正した際に、行政文書 

の保管場所を記載した別表にマイナン 

バー制度に係る行政文書を記載しまし 

た。 

また、行政文書の保有状況に変更が 

ある場合の注意喚起の方法としては、 

速やかに庶務担当に連絡するよう課内 

の掲示板に掲載することとしました。 

（中川区市民課） 

本件は、文書管理システムで簿冊の 

追加等をすると同時に「情報に関する 

定め」の変更を実施すべきところ、こ 

れを失念していたことが原因であった 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

ことから、「情報に関する定め」を平 

成29年 2月 1日付で改正した際に、行 

政文書の保管場所を記載した別表にマ 

イナンバー制度に係る行政文書を記載 

しました。 

また、行政文書の保有状況に変更が 

ある場合の注意喚起の方法としては、 

文書の保管場所の変更等の際には課の 

文書担当へ連絡するよう平成29年 2月 

 1日に実施した係会等で周知するとと 

もに、「情報に関する定め」の簿冊の 

表紙に周知文を添付することとしまし 

た。      （中川区富田支所） 

本件は、文書管理システムで簿冊の 

追加等をすると同時に「情報に関する 

定め」の変更を実施すべきところ、こ 

れを怠ったことが原因であったことか 

ら、「情報に関する定め」を平成29年 

 3月14日付で改正した際に、行政文書 

の保管場所を記載した別表にマイナン 

バー制度に係る行政文書を記載しまし 

た。 

今後、行政文書の保有状況に変更が 

ある場合の注意喚起の方法としては、 

「情報に関する定め」の文書は保存期 

間が常用の簿冊であることを鑑み、当 

該簿冊の表紙の裏面に監査で指摘され 

た旨の警告文を添付することとしまし 

た。また、課内において文書の保管場 

所の変更等の際には、庶務担当に連絡 

するように周知しました。 

（緑区市民課） 

4(3) 行政文書の作成について 

名古屋市情報あんしん条例施行細則 

では、行政文書をその保存期間が満了 

する日までの間、適正かつ確実に利用 

できる状態で保存しなければならない 

と定めている。 

行政文書を調査したところ、市民経 

済局広聴課、市政情報室及び中川区総 

務課において、温度変化により無色と 

なるインキを用いたボールペン（以下 

「消せるボールペン」という。）を書 

 本件は、消せるボールペンを使用し 

ない旨の周知が派遣労働者に対して徹 

底されていなかったことが原因であっ 

たことから、平成28年12月21日に広聴 

課から派遣元事業者へ当該事案につい 

て連絡し、他の派遣労働者に対しても 

消せるボールペンが使用不可である旨 

の周知徹底を依頼しました。 

さらに、平成29年 4月18日に文書で 

改めて定期的な注意喚起及び再発防止 

を依頼しました。 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

類の一部に使用している事例が見受け 

られた。 

消せるボールペンについては、「行 

政文書の作成における不適当な筆記具 

の使用について」（平成25年総務局総 

務課長名事務連絡）により、行政文書 

の作成における使用を厳に慎むよう注 

意喚起がなされたところである。ま 

た、他の局区の監査においても再三指 

摘し監査書として公表しているところ 

であるが、このような事例が見受けら 

れたのは誠に遺憾である。 

行政文書の作成にあたっては、消せ 

るボールペンを決して使用しないよう 

再度徹底されたい。 

（市民経済局広聴課、 

市民経済局市政情報室、 

中川区総務課） 

また、広聴課、市民相談室及び庁内 

案内所の目立つところに注意喚起の掲 

示を行い、各職員及び派遣元事業者へ 

意識啓発を行っています。 

（市民経済局広聴課） 

 本件は、消せるボールペンを使用し 

ない旨の周知が臨時的任用職員に対し 

て徹底されていなかったことが原因で 

あったことから、指摘のあった時点で 

消せるボールペンを廃棄し、平成29年 

 4月19日付けで改めて室全体の調査を 

行い、消せるボールペンがないことを 

確認しました。 

また、既存の職員に対しては朝礼や 

掲示等で定期的に意識啓発を行い、新 

たに雇用する臨時的任用職員に対して 

は、雇用確認書の交付時に消せるボー 

ルペンが使用不可である旨を注意喚起 

することとしました。 

     （市民経済局市政情報室） 

 本件は通達員に対して、行政文書の 

作成には消せるボールペンを使用しな 

いよう周知徹底されていなかったこと 

が原因であったため、指摘後直ちに総 

務課長から口頭で注意喚起するととも 

に、平成28年12月18日に通知文書を掲 

示し、周知徹底しました。 

また、平成29年 6月 6日実施の部課 

長会を通して消せるボールペンを使用 

しないよう各所属に周知し、今後の再 

発防止を図りました。 

     （中川区総務課） 
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平成29年監査公表第 3号関係分（平成29年 5月17日公表） 

健康福祉局・区役所・財政局 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1(1) 

ア 

債権管理について 

本市では、未収金の管理について名 

古屋市債権管理条例、名古屋市債権管 

理条例施行細則（以下「管理条例等」 

という。）で取扱いを定めている。管 

理条例等では、債権を適正に管理する 

ために管理台帳を整備して債権の金額 

や督促状の発付日、債務者との交渉の 

経過を記載することなどが定められて 

いる。 

ア 未収金の債権管理について 

厚生院は、介護老人福祉施設（特別 

養護老人ホーム）、救護施設及び附属 

病院（医療保護施設）から成る複合施 

設であり、施設入所者より介護サービ 

スの利用者負担額等を徴収している。 

未収金の債権管理状況について確認し 

たところ、次のような状況が確認され 

た。 

厚生院では、医療保護施設の入所者 

に係る未収金については、適切に債権 

管理が実施されていた。しかしなが 

ら、特別養護老人ホームの入所者に係 

る未収金については管理台帳が整備さ 

れておらず、督促状は発付しているも 

のの、催告の実施等その後の債権回収 

に係る取組みが実施されていなかっ 

た。 

特別養護老人ホームの入所者に係る 

未収金について、管理台帳を整備し、 

管理条例等に沿った適正な債権管理を 

実施されたい。     （厚生院） 

入所者本人及びその家族等に常時連 

絡を取ることができる状態であること 

から、債権管理台帳の整備や債権管理 

条例等に沿った適正な債権管理の必要 

性について、職員の理解が進んでいな 

かったことが原因でした。 

毎月作成する未納者リスト及び入所 

者ごとに作成するケース記録へ必要事 

項を記載することで、債権管理台帳を 

整備しました。 

今年度は催告を強化し、未収金を圧 

縮することができているほか、平成29 

年 6月 3日に徴収停止を決定した事案 

や今後債権放棄を見込んでいる事案も 

あります。また、平成29年 7月 3日の 

係会では係長より債権管理に関する周 

知を行うなど、適正な債権管理に努め 

ています。       （厚生院） 

措置済

1(1) 

イ 

イ 生活保護に係る債権の管理につい 

 て 

各区民生子ども課及び支所区民福祉 

課では、生活保護法返還金・徴収金及 

び生活保護費戻入金に係る債権の管理 

管理台帳への記載方法について、職 

員に十分に周知されていなかったこと 

から、職場会議で担当職員に周知を行 

い、債務者との交渉の経過を管理台帳 

に記載しました。 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

を行っている。これらの債権の管理に 

ついては、管理条例等のほか、健康福 

祉局において生活保護債権関係マニュ 

アル（以下「マニュアル」という。） 

を作成し、これに基づき事務を行って 

いる。マニュアルにおいて、債務者が 

死亡した場合、相続人が不明であれ 

ば、公簿による調査により相続人を確 

定する努力をし、相続人が確定できれ 

ば相続人と返済について連絡調整を行 

うことなどが定められている。 

また、健康福祉局では第 3次名古屋 

市債権管理計画に基づき未収金の圧縮 

に取り組んでおり、平成28年度の第 1 

回名古屋市債権管理対策会議では、主 

な取組みの 1つとして「居所調査、相 

続調査、破産調査等により、徴収見込 

がない債権の調査を行い、調査の結果 

徴収見込がない債権について債権放棄 

を行う。」ことを掲げている。 

生活保護に係る債権の管理状況につ 

いて確認したところ、熱田区民生子ど 

も課においては、生活保護廃止となっ 

た債務者から納付相談等があった場合 

に、債務者との交渉の経過を別の決裁 

書類に補記する形で記録を残してお 

り、本来記録を残すべき管理台帳に記 

載していなかった。また、相続調査の 

実施状況を確認したところ、千種区及 

び熱田区民生子ども課においては、債 

務者である生活保護受給者への扶養の 

可能性や死亡時の連絡先把握などのた 

めに親族の居所等は調査しているもの 

の、その後の相続調査には着手してい 

ない状況であった。 

熱田区民生子ども課にあっては、管 

理条例等に従い、債務者との交渉の経 

過を管理台帳に記載されたい。 

また、千種区及び熱田区民生子ども 

課にあっては、相続調査に着手し、マ 

ニュアル等に従った債権管理を行われ 

たい。 

（千種区、熱田区民生子ども課） 

（熱田区民生子ども課） 

相続調査については、債権管理のた 

めの資料整理が不十分なため、着手に 

至っておりませんでした。 

このため、死亡したケースの資料整 

理に着手し、相続人が確定した10人に 

ついて、相続放棄等の申述の有無につ 

いて家庭裁判所に照会を実施しまし 

た。    （千種区民生子ども課） 

相続調査については、民生子ども課 

内の関係職員間の役割分担・連携体制 

の整備に時間を要していたため、着手 

に至っておりませんでした。 

このため、関係職員が連携し、マニ 

ュアル等に従い、平成29年 5月31日ま 

でに相続調査対象者全件の戸籍調査を 

実施しました。 

相続人が確定した 6人に対し、債務 

相続の説明をはじめとする納付折衝を 

行いました。（熱田区民生子ども課） 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1(2) 国民健康保険料減免申請書について 

名古屋市国民健康保険条例によれ 

ば、被災、老齢その他規則で定める事 

由があるときは、国民健康保険料を減 

免することができるとされており、減 

免を受けようとする者は、国民健康保 

険料減免申請書（以下「減免申請書」 

という。）に、減免を受けようとする 

理由を証明すべき書類を添付して、市 

長に提出しなければならないとされて 

いる。 

 この事務について調査したところ、 

中区保険年金課において、減免申請書 

にある減免対象年度、減免対象月及び 

減免を受けようとする保険料の記載欄 

が、空欄のまま処理されている事例が 

多数見受けられた。 

 減免申請書の一部記載欄について 

は、実務上は職員の補記によることも 

多いと思われるが、被保険者に減免内 

容を適切に説明するとともに、事後の 

点検を確実に行うため、名古屋市国民 

健康保険条例に従い、適正な減免申請 

書の提出を受けられたい。 

        （中区保険年金課） 

本件は、被保険者が国民健康保険料 

納入通知書を持たずに来庁された場合 

に当該箇所を空欄のまま処理を行って 

いたものです。 

指摘後は、同様の場合でも、職員が 

処理する端末画面を基に被保険者に対 

する説明を行うとともに、減免申請書 

の補記を行うよう、平成29年 1月の係 

会議で係長より事務処理の周知徹底を 

行いました。  （中区保険年金課） 

措置済

3(1) 厚生院における医薬品等の契約につい 

て 

厚生院では、附属病院において使用 

する医薬品約 1,000品目及び検査用試 

薬約 400品目を、指名競争入札により 

品目ごとの単価を競わせたうえで調達 

している。品目ごとに単価を競わせる 

入札を行う場合、品目ごとに入札書を 

提出させることが一般的であるが、当 

該入札は、全ての品目の単価を一覧に 

した入札書を入札参加者に持参させる 

ことで全品目同時に執行されていた。 

入札参加者に示されていた入札日当 

日のスケジュールを確認したところ、 

品目数が非常に多いため、入札から開 

札まで、開札から再度入札までに長時 

間を要しており、その間は、入札参加 

本件は、 1,000品目を越える医薬品 

等を、全て指名競争入札により調達し 

ていたため落札者の決定に時間を要し 

ていたことに起因するものであったこ 

とから、予定価格（予定単価×予定数 

量）が 160万円を超える品目について 

のみ指名競争入札を実施することとし 

ました。 

入札対象となる品目を大幅に減少さ 

せることで、短時間で落札者の決定が 

可能となるように見直し、入札参加者 

が入札会場から退出せずに済むよう改 

善しました。（平成29年 3月23日実 

施） 

なお、予定価格が 160万円以下とな 

る品目については、随意契約としてい 

ますが、複数業者から見積書を徴取 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

者への負担を考慮し、入札室からの退 

室を認める取扱いとなっていた。 

現状の取扱いでは、入札参加者同士 

が不必要に接触する機会を与えること 

となり契約の公正性を損なう可能性が 

ある。厚生院にあっては、競争性を損 

なわぬように配慮しつつ、事業者が他 

の事業者と不必要に接触しないよう契 

約手法を検討されたい。 （厚生院） 

し、競争性の確保に努めています。 

       （厚生院） 

3(2) 指名通知について 

名古屋市契約規則及び名古屋市契約 

事務手続要綱では、指名競争入札によ 

り契約を締結しようとするときには、 

入札に付す事由等を指名する者に対し 

通知すること（以下「指名通知」とい 

う。）とされている。 

この事務について確認したところ、 

衛生研究所において、検査機器の賃貸 

借契約に係る指名通知の「入札及び納 

入の条件」の項目に、検査機器の販売 

代理店名及び連絡先が記載されている 

ものが見受けられた。 

その理由について確認したところ、 

衛生研究所では、入札を実施するにあ 

たって機器の性能を選定し、仕様書上 

で当該性能を満たす例示機種又はその 

同等品の納入を指示しているが、専門 

的な検査機器の賃貸借契約であるた 

め、入札参加者への参考として、例示 

機種の販売代理店名を指名通知中に記 

載することを衛生研究所における入札 

事務マニュアル（以下「入札マニュア 

ル」という。）で定めているとのこと 

であった。 

指名通知に特定の事業者名を記載す 

る取扱いは、本市が購入先を指示して 

いるとの誤解を招きかねない。衛生研 

究所にあっては、指名通知中に特定の 

事業者名及び連絡先を記載する取扱い 

を改められたい。  （衛生研究所） 

なお、本件については、入札マニュ 

アルを改正し、指名通知の様式から例 

示機種の販売代理店名を削除する措置 

（監査期間中に措置済） 措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

が講じられた。 

5(4) 預り金の管理について 

各区民生子ども課及び支所区民福祉 

課では、社会福祉事務所長が必要と認 

めた場合、生活保護受給者から一時的 

に現金を預かる場合がある。生活保護 

受給者から預かった現金（以下「預り 

金」という。）の取扱いについては、 

健康福祉局が示した例に従い生活保護 

費等預り金管理規程を各区で定めてい 

る。 

当該規程によれば、預り金保管台帳 

に必要事項を記入して預り金を保管す 

ること、確実な保管のため、金融機関 

に預金口座を設け現金を預けること 

（ 3日以内に事務手続を完了する見込 

みがある場合はこの限りではない。） 

とされている。 

さらに、預り金の処理については、 

保管してから概ね 1週間以内に事務手 

続を完了することとされている。 

預り金の管理状況を確認したとこ 

ろ、以下のような事例が見受けられ 

た。 

ア  3日以内に事務手続を完了する見 

込みがないにもかかわらず、預り金 

（千種区 6件74,286円、中区 7件 

289,030円）を預金口座に預けるこ 

となく、金庫で保管していたもの 

（千種区、中区民生子ども課） 

イ 特段の理由なく、長期間にわたっ 

て預り金（千種区 1件 1,000円、中 

区 5件 151,400円）が未処理となっ 

ていたもの 

（千種区、中区民生子ども課） 

ウ  預り金管理台帳への必要事項の記 

載が漏れているもの 

（千種区、中区民生子ども課） 

平成28年 9月 9日に公表された他区 

ア 本件は、生活保護費等預り金管理 

規程が職員に十分に周知されていな 

かったことが原因でした。 

規程の内容を踏まえ、事務手続に 

時間を要するものは、預金口座に預 

入れを行うとともに、月に 1度は保 

管状況について課長が査閲を行って 

おります。（千種区民生子ども課） 

本件は、生活保護費等預り金管理 

規程が職員に十分に周知されていな 

かったことが原因であることから、 

平成29年 1月19日開催の職場会議に 

て周知し、預り金については即時に 

預金口座に入金する事としました。 

（中区民生子ども課） 

イ 預りが長期間にわたった原因とし 

て、預り金管理台帳の「預りの理 

由」の記載漏れが原因であったこと 

から、適正な記載を徹底しました。 

（千種区民生子ども課） 

職場会議にて規程の周知を行うと 

ともに、特段の理由がない場合は処 

理を速やかに行う事について徹底を 

図りました。（中区民生子ども課） 

ウ 必要事項の記載漏れについては、 

決裁時の確認漏れが原因であったこ 

とから、記載の修正を行うととも 

に、決裁時の確認を徹底しました。 

（千種区民生子ども課） 

職場会議にて規程の周知を行うと 

ともに、預り金管理台帳への記載を 

確実に行うこととしました。 

（中区民生子ども課） 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

の監査結果のなかで同様の指摘がなさ 

れているにも関わらず、今回同様の事 

例が見受けられたのは誠に遺憾であ 

る。千種区及び中区民生子ども課にあ 

っては、預り金管理台帳への必要事項 

の記載を確実に行うとともに、 3日以 

内に事務手続が完了する見込みのない 

場合には現金を預金口座に保管するな 

ど、預り金を適正に管理されたい。ま 

た、処理に期間を要する特段の理由が 

認められない預り金が見受けられたこ 

とから、すみやかに事務手続を行われ 

たい。 
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平成28年監査公表第 5号関係分（平成28年 9月 9日公表） 

病院局 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

5(1) がん患者等に対する相談事業の実施に 

ついて 

 「がん診療連携拠点病院等の整備に 

関する指針」（平成26年厚生労働省健 

康局長名通知）によれば、がん診療連 

携拠点病院の指定要件の一つとして、 

がん患者等に対する相談支援に関し十 

分な経験を有するがん患者団体との連 

携協力体制の構築に積極的に取り組む 

ことが示されている。 

この指針に基づく取組みの一環とし 

て、西部医療センターでは、毎月一回 

院内において、がん患者及びその家族 

等に対して、がん患者等の支援活動に 

取り組むＮＰＯに所属するがん治療経 

験者（以下「相談員」という。）によ 

る相談事業を実施している。 

事業の実施にあたっては、ＮＰＯと 

西部医療センターの双方で活動の目的 

や内容を協議したうえで、相談員の派 

遣を要請している。しかし、協定や覚 

書等の書面が一切交わされておらず、 

それらの協議内容の確認ができない状 

況であった。 

事業上知り得た患者の病状等の個人 

情報の守秘義務、実施に関する報告義 

務のほか、ＮＰＯと西部医療センター 

の責任の所在の区分、役割分担や連携 

体制等について明確にし、事業執行を 

適正に管理されたい。 

（西部医療センター） 

本件につきましては、協定や覚書等 

の書面がなかったため、ＮＰＯと協議 

し、平成29年 3月31日に活動内容や個 

人情報保護等についての覚書を締結し 

ました。   （西部医療センター） 

措置済 

5(2) 院内ボランティアの受け入れについて 

 西部医療センターでは、地域に根差 

した医療の一環として、エントランス 

ホール等における車いす利用時の介助 

等や来院患者への院内案内・誘導、医 

療情報提供コーナーにおける図書等の 

本件につきましては、院内ボランテ 

ィアとの具体的な取り決めがなかった 

ことから、平成28年 5月より、院内ボ 

ランティアと協議のうえ、個人情報の 

取扱いなどについて院内ボランティア 

として遵守すべきことを書面にし、同 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

検索補助や整理等のため、平成23年度 

から院内ボランティアを受け入れてい 

る。院内ボランティアには病院局から 

貸与する名札とエプロンの着用を求め 

ており、西部医療センターの利用者に 

対しては、院内ボランティアによるサ 

ポートを実施していることをポスター 

掲示によって周知している。 

西部医療センターによれば、院内ボ 

ランティア活動の実施にあたっては、 

院内ボランティア団体の代表者から院 

内ボランティアに対して、活動内容 

や、活動を通じて知り得た患者等の個 

人情報（以下「個人情報」という。） 

の取扱いなどの注意事項を、参加当日 

に口頭で説明しているとのことであっ 

た。 

しかし、院内ボランティアの受け入 

れにあたって、院内ボランティア団体 

と西部医療センターが協議した内容等 

が確認できず、西部医療センターとし 

て院内ボランティアに求める役割や参 

加人数等の基準、個人情報の守秘義務 

等について、具体的な取り決めがなか 

った。 

院内ボランティアは西部医療センタ 

ーにおいて欠かせない役割を担ってお 

り、今後も地域との継続的な協働が期 

待されるところである。一方で、院内 

ボランティア活動によって事故等が発 

生する恐れもあるため、緊急時におけ 

る対応方法等について検討すること 

や、個人情報の保護のために必要な措 

置を講じることが重要である。 

西部医療センターにおいては、事務 

の内容や責任の所在の区分等について 

院内ボランティア団体と十分協議し、 

院内ボランティア活動に関する安全管 

理や個人情報保護対策を図られたい。 

(西部医療センター） 

意を得た上で院内ボランティア登録し 

ていただくこととしました。 

また、院内ボランティア活動中の事 

故等の発生に備え、平成29年 5月より 

希望する院内ボランティアには西部医 

療センターの負担でボランティア保険 

に加入していただきました。 

（西部医療センター） 
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平成29年監査公表第 3号関係分（平成29年 5月17日公表） 

交通局 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1 領収書の発行について 

名古屋市交通局会計規程（以下「会 

計規程」という。）によれば、金銭収 

納員は、その所管に属する収入金の収 

納について領収書を発行することがで 

きるとしている。 

地下鉄駅においては、改札窓口や駅 

長室（以下「改札窓口等」という。） 

での乗車券の販売やＩＣカード乗車券 

のチャージにあたり、購入者から申出 

があった場合に、取扱内容や領収金額 

を記載した領収書を発行している。こ 

の領収書の発行事務について調査した 

ところ、会計規程に定める様式以外 

に、駅によって異なる領収書の様式を 

用いていた事例があり、それらについ 

ては金銭収納員名以外で発行している 

状況であった。また、原符の保管や一 

連番号等によって整理されていないた 

め、交付状況が把握できなかった。 

これに関して、交通局に確認したと 

ころ、改札窓口等における領収書の発 

行について、取扱いや様式を定めた要 

綱等はないとのことであった。 

領収書の発行については、会計規程 

に則り適切に行われるよう徹底すると 

ともに、取扱内容を記載した簡易な証 

明書等を発行する場合には、各駅にお 

いて統一的な取扱いとなるよう会計規 

程や要綱等を整備されたい。 

（会計課、駅務課） 

本件は、改札窓口等で領収書を発行 

するに当たり、要綱及び様式を定めて 

いなかったことが原因であったことか 

ら、これまで発行していた領収書に代 

えて、乗車等の内容を記載した簡易な 

証明書を発行することとし、地下鉄乗 

車・発行証明書の要綱及び様式を平成 

29年 8月14日に制定し、平成29年 9月 

 1日から施行することとしました。 

また、会計規程に則り適切に領収書 

を発行するよう徹底することについて 

も、会計課長から電車部各公所金銭収 

納員に対して、平成29年 8月29日に直 

接説明の上、通知しました。 

（会計課、駅務課） 

措置済

2(1) 資金前渡の事務処理について 

会計規程では、職員に資金を前渡す 

ることができる経費として、式典、講 

習会、懇談会その他会合または催物の 

場所において直接支払を必要とするも 

のなどを定めている。 

本件は、会計規程の適用条項につい 

て詳細に事務連絡を定めていなかった 

ことが原因であったことから、平成29 

年 2月22日付で事務連絡を改正し、銀 

行の口座に振り込む場合には講習会の 

場所において直接支払を必要とする経 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

資金前渡精算報告書を調査したとこ 

ろ、講習会の受講料を前渡金として受 

領した後、銀行窓口で主催者の指定す 

る口座に振り込んでいる事例があっ 

た。 

講習会の場所において直接支払を必 

要とする経費とは認められないので、 

資金前渡により支出することのないよ 

う周知徹底されたい。 

（安全監理課、会計課、 

自動車車両課、工務課） 

費として資金前渡により支出すること 

のできない旨を記載しました。また、 

説明会を開催して出納係長から説明を 

行い、周知徹底の上、平成29年 3月 1 

日から取扱いを開始しました。 

            （会計課） 

 平成29年 2月22日に監理係長から担 

当者へ事務連絡の説明を行い、周知徹 

底しました。    （安全監理課） 

 平成29年 2月22日の係の打ち合わせ 

において、説明会の出席者から資金前 

渡の取扱いについて事務担当者に説明 

を行い、周知徹底しました。 

         （自動車車両課） 

 平成29年 2月23日の係の打ち合わせ 

において、説明会の出席者から資金前 

渡の取扱いについて事務担当者に説明 

を行い、周知徹底しました。 

            （工務課） 

2(2) 還付金の取扱いについて 

 交通局のバス運転士は、運行中のバ 

ス車内で乗車券等を発売するため、つ 

り銭の支払のための現金（以下「つり 

銭資金」という。）を管理している。 

 また、バス運転士は、誤って乗車し 

た利用者から発車前に申告があった場 

合等に、利用者が支払った乗車料金を 

還付するため、還付用の現金（以下 

「車内還付金」という。）を管理して 

いる。 

 鳴尾営業所において、バス運転士 

が、乗車券の車内発売で渡すべきつり 

銭の額を誤って利用者に過払いしたた 

めつり銭資金が減少した際、バス運転 

士が管理する現金を営業所において補 

充するにあたって、車内還付金を使用 

したものとして処理していた。 

 なお、営業所における車内還付金の 

処理について、本来であれば、利用者 

が支払った乗車料金である収入と、車 

 本件は、つり銭資金に損失が生じた 

場合の適切な事務処理方法についての 

業務知識が不足していたことが原因で 

あったことから、平成29年 6月21日に 

開催した部内課長級会議において、本 

件について管理課長から説明を行い、 

再発防止を徹底しました。 

 また、「還付金使用報告書兼還付金 

補充処理簿」の欄外に、つり銭資金に 

関しては速やかに管理課へ報告する旨 

の注意書きを記載することで、つり銭 

の誤りを車内還付金の扱いとしないよ 

う周知徹底しました。  （管理課） 

 平成29年 6月21日の部内課長級会議 

での周知内容について、平成29年 6月 

22日の朝礼において、所長から所内周 

知を行いました。  （鳴尾営業所） 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

内還付金としての支出の額は釣り合う 

ため、営業所における売上金額への影 

響はない。一方で、今回の事例では、 

つり銭資金の過払いによる支出相当額 

について車内還付金を使用したため、 

相応する乗車料金が存在しないことか 

ら、営業所における売上等の処理と実 

態に誤差が生じていた。 

 つり銭資金と車内還付金は性質が異 

なることから、それぞれ運用が定めら 

れているものであるので、適切な取扱 

いについて理解を深めるよう局内にお 

いて今一度周知されたい。 

（管理課、鳴尾営業所） 

3(1) 携帯型アルコール検知器の貸与につい 

て 

地下鉄事業では、地下鉄運転士、地 

下鉄車掌、助役及び駅務員（以下「地 

下鉄運転士等」という。）は、一部の 

例外を除き、点呼時にアルコール検知 

器を使用し酒気を帯びていないかを把 

握している。 

さらに、飲酒運転の違法性・重大性 

を再認識させ、点呼時のアルコール検 

知事案を根絶するために、地下鉄運転 

士等への携帯型アルコール検知器（以 

下「携帯型検知器」という。）の貸与 

を行い、出勤する際に携帯型検知器を 

使用してアルコールが検知されないこ 

とを自己確認させている。また、携帯 

型検知器に不具合が生じた場合は、速 

やかに所属担当者に不具合の申出をさ 

せるとともに、「個人携帯用アルコー 

ルチェッカー（故障・紛失）状況報告 

書」（以下「状況報告書」という。） 

を提出させ、代替品の貸与を行うこと 

としている。 

携帯型検知器の管理事務について調 

査したところ、平成28年度に携帯型検 

知器を半数程度更新した際、更新前の 

携帯型検知器を返納させているが、紛 

失のため返納されていない事例が複数 

あった。また、点呼時のアルコール検 

 本件は、携帯型アルコール検知器の 

貸与の趣旨等の説明不足が原因であっ 

たことから、平成29年 8月10日付で 

「携帯用アルコールチェッカーの確認 

等について」を通知し、毎年度 9月か 

ら10月に、携帯型アルコール検知器の 

貸与者全員に対して、貸与目的等の周 

知及び動作確認を行うこととしまし 

た。 

 また、携帯型アルコール検知器の管 

理方法についても、平成29年 8月10日 

付で携帯用アルコールチェッカー貸与 

簿、返納簿及び管理簿の様式の見直し 

を行い、通知しました。 （運輸課） 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

知事案の中には携帯型検知器が故障し 

ている事例があった。これらの中に 

は、携帯型検知器の紛失や故障につい 

て状況報告書が提出されていない事例 

も見受けられた。 

 運輸課においては、地下鉄運転士等 

一人ひとりに携帯型検知器の貸与の趣 

旨を理解させることはもとより、物品 

の管理責任について自覚を持つよう周 

知するとともに、携帯型検知器の紛失 

や故障の状況を把握し代替品の貸与を 

適切に行うなど、管理を徹底された 

い。          （運輸課） 

4(1) 36協定上の時間外労働時間を延長する 

ための協議について 

 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

により、使用者は労働者に休憩時間を 

除き一日について八時間、一週間につ 

いて四十時間を超えて労働させてはな 

らないが、事業場ごとに勤務時間の延 

長について労使協定（以下「36協定」 

という。）を締結し、時間外労働休日 

労働に関する協定届を行政官庁に届け 

出ることにより、当該協定の限度内で 

労働時間を延長して労働させることが 

できる。 

また「労働基準法第三十六条第一項 

の協定で定める労働時間の延長の限度 

等に関する基準」（平成10年労働省告 

示第 154号）により、限度時間を超え 

て労働時間を延長しなければならない 

特別の事情が生じたときに限り、労使 

当事者間において定める手続きを経 

て、限度時間を超える一定の時間まで 

労働時間を延長することができる。 

交通局における36協定は、名古屋市 

交通局長と名古屋交通労働組合執行委 

員長との間で締結されているが、その 

内容を確認したところ、限度時間を超 

えて労働時間を延長するための手続き 

について、協議によりとしか書かれて 

おらず、具体的に定められていない状 

況であった。 

 本件は、労働時間を延長する場合の 

手続きについて具体的に周知されてい 

なかったことが原因であったことか 

ら、延長する場合は書面により所属長 

が所属支部長に対し協議を行うことと 

し、その具体的な取扱いについて、平 

成29年 4月11日の課長級会議で労務課 

長から説明するとともに、「超勤協定 

における特別条項の適用に係る手続き 

について」（平成29年 4月12日事務連 

絡）にて新たに書面の様式を作成し、 

通知することで、周知徹底しました。 

            （労務課） 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

そこで、限度時間を超えて労働時間 

を延長していた公所において、具体的 

にはどのように協議を行っていたか確 

認したところ、労働組合の所属の支部 

に事前に協議したという回答をした公 

所もあったが、その場で回答が得られ 

なかった公所もあった。 

また、労務課に確認したところ、所 

属長が労働組合の所属支部との間で協 

議を行うことを想定しているものの、 

そのことについて各課室公所に対して 

周知していないとのことであった。 

このような状況であることから、限 

度時間を超えて労働時間を延長するた 

めの協議を行うことを失念し、労働基 

準法に違反した超過勤務を命じてしま 

う恐れがある。交通局においては、労 

使当事者間において定める限度時間を 

超えた労働時間の抑制に努めることは 

言うまでもないが、やむを得ず労働時 

間を延長する場合の手続きについて、 

各課室公所に具体的に周知し、確実に 

行われるよう徹底されたい。 

（労務課）

4(2) 駅構内録画画像の提供及び閲覧につい 

て 

 地下鉄駅においては、駅施設等にお 

ける事故の防止、鉄道テロ等の犯罪の 

防止及び駅長室入退室者の監視等を目 

的として、施設管理用カメラを設置し 

ている。 

この施設管理用カメラの録画画像に 

ついては、名古屋市が設置する施設管 

理等の用に供するカメラに係る個人情 

報の保護に関する指針に基づき、各駅 

において管理規程を定めるとともに、 

「駅構内録画装置の取扱いについて」 

（平成25年 7月 1日運輸課長名通知） 

によって取扱いを定めている。 

これらの規程等によれば、録画画像 

の閲覧権者は駅務区長、管区駅長、首 

席助役としている。また、録画画像を 

提供する際は、駅務区長は捜査関係事 

 本件は、「駅構内録画装置の取扱い 

について」（平成25年 7月 1日運輸課 

長名通知）にて、録画画像を外部へ提 

供する際に駅務区長の決裁を受けるこ 

とが分かりにくいことが原因であった 

ことから、録画画像を提供する際は、 

必ず駅務区長の決裁を受けることを明 

確にするとともに、回答書を作成した 

上で提供するよう、平成29年 3月15日 

付の駅務課長達「駅構内録画装置の取 

扱いについて」で定め、平成29年 3月 

の駅務会議で説明の上、平成29年 4月 

 1日から実施するよう各駅に周知しま 

した。         （駅務課） 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

項照会書等の法令または条例に定めが 

ある文書の提出を依頼し、駅構内録画 

画像提供控を作成することとしてい 

る。 

録画画像提供の状況を調査したとこ 

ろ、閲覧権者ではない職員が録画画像 

を取り扱っており、また、実際の録画 

画像の提供及び駅構内録画画像提供控 

の作成にあたっては、駅務区長の決裁 

がされていない状況であった。 

駅構内の施設管理用カメラの録画画 

像には、駅利用者の個人情報も含まれ 

ており、厳正な取扱いが必要であるた 

め、こうした状況は個人情報保護の観 

点から不適切である。また、捜査関係 

事項照会書に対して回答書等を作成し 

ていないが、提供の方法としては、回 

答書等を作成することが望ましい。 

交通局においては、録画画像を外部 

へ提供する際の手続きについて、駅務 

区長への決裁や駅構内録画画像提供控 

と回答書のあり方について整理すると 

ともに、駅構内録画画像の提供及び閲 

覧について適切に管理するよう各駅に 

対して周知されたい。  （駅務課） 

4(3) 情報の保護及び管理の方法に関する定 

めについて 

名古屋市情報あんしん条例及び名古 

屋市情報あんしん条例施行細則によれ 

ば、課、公所その他の組織の長は、当 

該組織の状況、所掌事務に応じた情報 

の保護及び管理の方法を定めなければ 

ならず、行政文書を取得し、または作 

成した後は、当該行政文書の内容等に 

応じた保管場所及び保管方法を定め、 

適切に保管することとしている。 

 交通局では、乗車券関係帳表類の取 

扱要綱において、駅における乗車券の 

発売、精算、管理、収入金の取扱い 

や、各帳表の保存年限について定めて 

おり、各帳表は、管区駅または各駅で 

保存することとしている。 

また、乗車券関係帳表を取り扱うの 

 本件は、情報の保護及び管理の方法 

に関する定めの理解不足が原因でし 

た。 

 平成29年 2月 1日付で東山線運転区 

の情報の保護及び管理の方法に関する 

定めを改定し、駅務区業務を兼務して 

いる 5駅の乗車券関係帳票の保管場所 

を定めました。 

 また、平成29年 4月から 5月の助役 

会議及び業務習得において、情報の保 

護及び管理について職員に周知しまし 

た。       （東山線運転区） 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

は駅務区のみであったが、交通局にお 

ける組織改編によって、平成26年度か 

ら一部の駅において運転区による駅務 

業務の兼務を実施しており、兼務を実 

施する運転区においても乗車券関係帳 

表を取り扱うこととなった。 

東山線運転区の情報の保護及び管理 

の方法に関する定め（以下「情報に関 

する定め」という。）について調査し 

たところ、平成26年度から東山線運転 

区が駅務業務を兼務している高畑駅の 

ほか 4駅において、乗車券関係帳表を 

取り扱っているにも関わらず、情報に 

関する定めのなかで保管場所を定めて 

おらず、また、機密情報の有無も明確 

になっていない状態となっていた。 

情報に関する定めについて改定し、 

行政文書を適切に管理するとともに、 

情報を取り扱う職員一人ひとりが情報 

の保護及び管理について正しく理解す 

るよう周知されたい。 

        （東山線運転区） 
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平成29年監査公表第 2号関係分（平成29年 2月22日公表） 

住宅都市局・財政局（工事） 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1 重量機器を搬入する費用ついて 

機械設備工事標準単価表（以下「単 

価表」という。）では、重量機器を搬 

入するための機器搬入費の単価を定め 

ており、その単価は、吊上能力が16ト 

ンのクレーン賃料及び重量物の運搬を 

担うとび工の労務費などの費用を組み 

合せて構成されている。 

「厚生院空調機取替工事」では、ク 

レーンを使用して重量機器を搬入する 

工事を行っており、吊上能力が50トン 

であるクレーンのみを使用することと 

していた。その重量機器を搬入する費 

用の積算にあたり、50トンのクレーン 

賃料と併せて、重量物の運搬を担うと 

び工の労務費などが必要として、単価 

表で定める機器搬入費を計上してい 

た。しかし、その機器搬入費には、吊 

上能力16トンのクレーン賃料が含まれ 

ていることから、結果的に工事で使用 

しない吊上能力16トンのクレーン賃料 

が計上されていた。このため積算額約 

17万円が過大となっていた。ほか 3件 

においても重量機器を搬入する費用の 

積算にあたって、同様の事例が見受け 

られた。 

 重量機器を搬入する費用の積算にあ 

たっては、適正な額を計上されたい。 

また、誤りは、単価表で定めている機 

器搬入費の構成内容について、十分に 

認識されていなかったことが原因と考 

えられるため、研修の実施などによ 

り、機器搬入費の構成内容について周 

知徹底されたい。    （設備課） 

 ご指摘の件につきましては、積算時 

の単価採用にあたり、機器搬入費にお 

ける構成内容の確認を十分に行わなか 

ったことが原因であったことから、当 

課課長の指示により、平成28年 9月20 

日の職場会議において、担当係長が、 

本実務を行う職員に対し、工事監査の 

指摘事項を周知するとともに、工事の 

積算を行う際は、単価の構成内容を十 

分確認し積算するよう職員に対し周知 

徹底を図りました。また、工事の積算 

で用いる「機械設備工事積算要領」に 

おいて、積算時の留意点として、機器 

搬入費の計算例などを具体的に記載し 

平成29年 4月に改定しました。改定に 

あたり平成29年 3月 9日に、積算する 

職員はもとより、その確認を行う職員 

に対し、積算要領の改定内容及び単価 

の構成内容を十分確認することを周知 

し、今後の再発防止を図りました。 

            （設備課） 

措置済 

2(1) 歩行者通路の整備について 

福祉都市環境整備指針では、道路な 

どから公共的建築物の入口を結ぶ歩行 

者通路において、日常的に不特定多数 

（監査期間中に措置済み） 措置済 

36



番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

の者が利用する通路に溝蓋を設置する 

場合は、格子の目が細かい溝蓋を設置 

することとしている。 

「モノづくり文化交流エリア駐車場 

改修工事」では、大規模展示場などが 

あるモノづくり文化交流エリアのため 

に車いす使用者用駐車スペースのある 

駐車場を改修していた。また、「クオ 

リティライフ21城北ウエルネスガーデ 

ン整備工事」では、医療施設や福祉施 

設などに隣接した広場を整備してい 

た。これらの工事においては、道路な 

どから公共的建築物の入口を結ぶ歩行 

者通路を整備していたが、日常的に不 

特定多数の者が利用するにもかかわら 

ず、その通路には格子の目が粗い溝蓋 

を設置しており、格子部分につえの先 

端や車いすのキャスター等が落ち込む 

おそれがある状態であった。 

歩行者通路における溝蓋の設置にあ 

たり、福祉都市環境整備指針に基づく 

必要がある場合は、高齢者や障害者を 

はじめ誰もが安全に通行できるよう設 

計及び施工されたい。また、当該溝蓋 

については、福祉都市環境整備指針に 

適合していないため、速やかに溝蓋の 

交換を実施されたい。 

   （営繕課、臨海開発推進室） 

なお、住宅都市局においては、指摘 

に基づき平成28年10月までに格子の目 

が細かい溝蓋にそれぞれ交換を完了し 

た。

2(2) 掘削作業における安全管理について 

建設工事公衆災害防止対策要綱（国 

土交通省通達。以下「要綱」とい 

う。）では、地盤を掘削する場合、そ 

の箇所の土質に見合った勾配を保って 

掘削できる場合を除き、掘削深さが 

 1.5メートルを超える場合には、土留 

を施工することと定めている。 

「都計笹島線整備に伴う新幹線橋脚 

防護工詳細設計委託」では、道路内に 

埋設されている構造物を調査するため 

掘削していた。掘削にあたっては、仕 

本件は、職員の要綱の確認不足であ 

ることから、当事務所長の指示によ 

り、平成29年 3月 9日の職場会議にお 

いて、担当係長が、本実務を行う職員 

に対し、工事監査の指摘事項を周知し 

ました。また、ささしまライブ24総合 

整備事務所の委託発注について、仕様 

書において要綱を適用する場合には、 

掘削深さが 1.5メートルを超える場合 

は掘削面の崩壊による事故を防止する 

ことを記載するとともに、掘削工事着 

手前に、掘削深さを確認することと 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

様書において要綱に基づくこととして 

いたが、その掘削深さが 1.5メートル 

を超えていたにもかかわらず、土留を 

施工していなかった。 

深さが 1.5メートルを超える掘削に 

あたり、要綱を適用する必要がある場 

合は、掘削面の崩壊による事故を防止 

するため、要綱に基づき土留を施工す 

る等適切に安全管理を行うよう受注者 

を指導されたい。 

（ささしまライブ24総合整備事務所） 

し、必要に応じて掘削面の崩壊による 

事故を防止するよう、受注者を指導す 

ることの周知徹底を行いました。 

（ささしまライブ24総合整備事務所） 

2(3) 給水管の耐圧試験について 

給水管の耐圧試験は、管の内部に圧 

力をかけることにより、施工した管に 

水漏れがないかなどを確認するための 

重要な試験である。給水装置の構造及 

び材質の基準に関する省令（平成 9年 

厚生省令第14号。以下「省令」とい 

う。）では、耐圧試験の圧力値につい 

て、「給水装置に該当する給水管」に 

おいては1.75メガパスカルとすると定 

めている。 

「矢田コミュニティセンター（仮 

称）新築空調衛生工事」では、衛生工 

事として給水管を施工していた。その 

給水管に行った耐圧試験の圧力値につ 

いて確認したところ、水道用ポリエチ 

レン管等を採用した一部の給水管につ 

いては圧力値0.75メガパスカルの試験 

を行っていた。しかし、その給水管は 

「給水装置に該当する給水管」である 

ことから、耐圧試験の圧力値は省令に 

基づき1.75メガパスカルの試験を実施 

しなければならなかった。 

 「給水装置に該当する給水管」につ 

いては、省令に従い適正な耐圧試験を 

行われたい。      （設備課） 

なお、住宅都市局においては、指摘 

に基づき平成28年10月に省令に従い耐 

圧試験を行った結果、給水管の施工が 

適正であったことを確認した。 

（監査期間中に措置済み） 措置済 

2(4) 工事写真について 本件は、工事の施工によって不可視 措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

住宅都市局では、建築工事の施工に 

あたり、設計図書に記載されていない 

事項は、国土交通省監修の公共建築改 

修工事標準仕様書（以下「標準仕様 

書」という。）等に基づくこととして 

いる。標準仕様書では、工事の施工に 

よって不可視となる部分を施工する場 

合等において、工事写真を撮影し整備 

することとしている。

ア 「東志賀荘 1号棟耐震改修工事」 

では、耐震壁補強工事に伴う杭打工事 

を行っていた。設計図書では、杭頭部 

を基礎コンクリート内に20センチメー 

トル埋込むことが記載されていた。し 

かし、この不可視となる部分の工事写 

真が撮影されておらず、設計図の寸法 

どおり施工されているか確認できなか 

った。 

イ 「内山保育園及び都福祉会館始め 

 2か所外壁改修工事」では、ひさしを 

鉄骨で組立て、耐火材を取付ける工事 

にあたり、耐火材の鉄骨への取付け 

を、国土交通省大臣認定工法により、 

スタッド溶接で行うこととしていた。 

しかし、この不可視となる部分の工事 

写真が撮影されておらず、認定工法に 

従い施工されているか確認できなかっ 

た。 

ウ 「市本庁舎外壁改修その他第 2次 

工事」始め 3件では、防水工事である 

シーリングを施工していた。標準仕様 

書では、現状のシーリングを撤去した 

後、新たに充填するシーリングが良好 

な接着面となるよう付着物を除去する 

こととされている。しかし、この不可 

視となる部分の工事写真が撮影されて 

おらず、付着物が除去されているか確 

認できなかった。 

工事完了後に目視による確認が不可 

能な箇所について、設計どおりに施工 

が行われていることを確認するため、 

適切に工事写真を撮影することは重要 

であることから、建築工事の施工にあ 

たっては、標準仕様書に基づき工事写 

真を適切に撮影するよう受注者を指導 

となる部分が設計書どおりに施工され 

ていることを工事完了後に確認ができ 

るよう、工事写真を撮影する個所や施 

工状況について、受注者と施工中の協 

議等が十分されていなかったことが原 

因であった。 

ア 平成28年12月21日の係長を対象と 

した職場会議における当課課長の指示 

により、各係長より本実務を行う職員 

に対し工事監査の指摘事項について説 

明しました。 （住宅・教育施設課） 

イ 平成28年12月 7日の係長を対象と 

した職場会議における当課課長の指示 

により、各係長より本実務を行う職員 

に対し工事監査の指摘事項について説 

明しました。      （営繕課） 

ウ 平成28年12月 7日及び12月21日の 

係長を対象とした職場会議における当 

課課長の指示により、各係長より本実 

務を行う職員に対し工事監査の指摘事 

項について説明しました。（営繕課） 

合わせて工事写真の撮影等につい 

て、標準仕様書及び設計図書に記載さ 

れた「工事写真の撮り方」（国土交通 

省監修）に準拠し、適切に撮影を行い 

整備することについて、監督員、主任 

監督員が工程会議や検査などで現場監 

理を行うつど受注者に指導することを 

徹底しました。また、監査の指摘事項 

について、設計及び工事監理を担当す 

る技術職員向けのマニュアルに、平成 

29年 5月の改定に合わせて追加したこ 

となどを職員に周知徹底しました。 

  （営繕課、住宅・教育施設課） 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

されたい。 

（営繕課、住宅・教育施設課）
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平成29年監査公表第 2号関係分（平成29年 2月22日公表） 

消防局・財政局（工事） 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

(1) 産業廃棄物の処理について 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和45年法律第 137号）では、事業 

者はその事業活動に伴って生じた廃棄 

物を自らの責任において適正に処理し 

なければならないと定めている。ま 

た、産業廃棄物を適正に処理するにあ 

たり、事業者が運搬又は処分を他人に 

委託する場合においては、運搬の許可 

を受けた者又は処分の許可を受けた者 

にそれぞれ委託し、当該委託に係る産 

業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処 

分を受託した者の氏名又は名称などの 

事項を記載した産業廃棄物管理票を交 

付しなければならないとされている。 

「防火水槽内廃材撤去委託」では、 

消防局が管理する防火水槽内のコンク 

リートくず及び土を撤去することとし 

ていた。このうちコンクリートくずに 

ついては、産業廃棄物であることか 

ら、消防局が事業者として適正に処理 

しているか確認したところ、委託先の 

業者は運搬の許可を受けていたが、処 

分の許可を受けていない者であった。 

また、産業廃棄物管理票も事業者とし 

て交付していなかった。 

産業廃棄物の処理について、委託先 

の適正な選定及び産業廃棄物管理票の 

交付などを行っていない場合、不法投 

棄などの不適正な処理につながるおそ 

れがある。このため、産業廃棄物の処 

理にあたっては、事業者としての責務 

を認識し、廃棄物の処理及び清掃に関 

する法律に基づき適正に実施された 

い。          （消防課） 

本件は、契約事務を担当する職員の 

産業廃棄物の処理について排出事業者 

としての認識不足、関係法令の理解不 

足が原因であったことから、消防局総 

務部総務課の通知をもとに、当課課長 

の指示により、平成28年10月17日、平 

成29年 2月14日及び同年 6月20日の職 

場会議において担当係長が周知徹底を 

行うとともに、総務課により作成され 

た契約事務手続きの手引きなどをもと 

に、産業廃棄物の処理を適正に実施す 

ることについて周知徹底しました。 

（消防課） 

本件指摘をうけ、消防局総務部総務 

課では、「産業廃棄物等の処理委託の 

適正化の徹底について」（平成28年10 

月17日付消防局総務部総務課長名通 

知）及び「廃棄物の処理委託につい 

て」（平成29年 6月20日付消防局総務 

部総務課長名通知）により、廃棄物の 

処理及び清掃に関する法律に基づき適 

正に実施するよう徹底しました。 

さらに、総務課は、産業廃棄物等に 

関する契約事務手続きの手引きを作成 

しており、この手引きをもとに平成29 

年 5月までに説明するとともに、今 

後、年度当初には契約事務を担当する 

所属職員に対して説明を行うことと 

し、再発防止策に努めました。 

（総務課） 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

(2) 下請負届の提出について 

名古屋市工事請負契約約款では、受 

注者は、工事の全部若しくはその主た 

る部分を一括して第三者に請け負わせ 

てはならない。また、受注者が、工事 

の一部を第三者に請け負わせようとす 

るときは、あらかじめ、発注者に下請 

負届を提出しなければならないと定め 

ている。 

「防火水槽（千種区上野 1丁目地 

内）取壊し工事」始め 4件では、施工 

にあたり工事の一部を第三者に請け負 

わせていたが、下請負届が提出されて 

いなかった。 

下請負届は、一括下請負がされてい 

ないかなどを確認する方法の一つであ 

る。受注者が、工事の一部を第三者に 

請け負わせようとするときは、名古屋 

市工事請負契約約款に基づき下請負届 

を提出するよう受注者を指導された 

い。          （消防課） 

本件は、契約事務を担当する職員の 

名古屋市工事請負契約約款の認識不 

足、理解不足が原因であったことか 

ら、「名古屋市工事請負契約約款の遵 

守について」（平成28年10月17日付消 

防局総務部総務課長名通知）をもと 

に、当課課長の指示により、平成28年 

10月17日及び平成29年 2月14日の職場 

会議において担当係長が、受注者にお 

いて工事の一部を第三者に請け負わせ 

る場合には、名古屋市工事請負契約約 

款に基づき下請負届を提出させるよう 

徹底しました。     （消防課） 

本件指摘をうけ、総務課は、改めて 

契約事務を担当する所属職員に対して 

平成29年 5月までに説明するととも 

に、今後、年度当初には契約事務を担 

当する所属職員に対して説明を行うこ 

ととし、再発防止策に努めました。 

（総務課） 

措置済 
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平成29年監査公表第 3号関係分（平成29年 5月17日公表） 

上下水道局（工事） 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1 ウエルポイント工法の工事を伴う掘削 

の施工について 

 市民の健康と安全を確保する環境の 

保全に関する条例（以下「条例」とい 

う。）では、名古屋市内において揚水 

機の吐出口の断面積が78平方センチメ 

ートルを超える設備を用いて、ウエル 

ポイント工法等の工事を伴う掘削工事 

を施工しようとする者は、市長に届出 

を行うとともに、地下水のゆう出量等 

を毎月報告しなければならないと定め 

ている。 

 また、上下水道局の土木工事共通仕 

様書では、ウエルポイント工法の工事 

を伴う掘削を行う場合は、その効果を 

確認するため地下水位を定期的に測定 

し、その記録を提出しなければならな 

いと定めている。 

ア 「瑞穂区東栄町 5丁目地内塩付送 

水幹線整備工事」始め 3件では、水 

道管などの布設のため、ウエルポイ 

ント工法の工事を伴う掘削を行って 

いた。しかしながら、受注者は条例 

に基づいた必要な届出及び報告を行 

っておらず、監督員も受注者に対し 

て適切な指導を行っていなかった。 

イ 「配水管移設工事等（単価契約） 

第 6工区」及び「大治浄水場第 3高 

架タンク流入管布設工事」では、ウ 

エルポイント工法の工事を伴う掘削 

の施工にあたり、土木工事共通仕様 

書に定められた地下水位の測定を行 

っておらず、監督員も受注者に対し 

て適切な指導を行っていなかった。 

 ウエルポイント工法は、必要以上に 

地下水をくみ上げた場合、施工箇所周 

辺に地盤沈下や井戸の枯渇などを生じ 

させるおそれがある工法となるため、 

地下水位の測定は重要な確認項目とな 

ご指摘の件につきましては、ウエル 

ポイント工法の工事を伴う掘削の施工 

を行う際の必要書類や届出等への職員

の認識が不足していたことが原因であ

ったことから、平成29年 3月 2日と 9 

日に係会議、平成29年 6月 1日には職 

場内研修を実施し、条例で必要とされ 

ている届出及び報告、共通仕様書で定 

められている定期的な測定及び記録の 

提出の実施について周知徹底を行いま 

した。 

併せて、平成29年 4月 1日に受注者 

が提出する届出書及び報告書、水位測 

定に関する項目を職員が使用するチェ 

ックリスト、マニュアルに追加し改訂 

しました。 

また、受注者に対しては、平成29年 

 4月に現場代理人向け講習会を実施す 

るとともに、平成29年 5月に案内文書 

「管路センターだより」にて注意喚起 

しました。加えて、新たに開始する工 

事については、初回打合せにて、届出 

及び報告、水位測定記録の提出（随 

時）を行うよう監督員から受注者へ指 

導しました。 （西部管路センター、 

南部管路センター） 

ご指摘の件につきましては、大治浄

水場の工事において、大治町では工事

用の地下揚水に関する届出が不要のた

め、地下水位の測定についても不要で

あると誤認識していたことが原因であ

ったことから、平成29年 2月14日に土

木担当者へ周知をし、16日に係の全体

会議において、関係職員に対して、ウ

エルポイント工法を伴う掘削施工時の

適切な指導について土木工事共通仕様

書の再確認を行いました。特に、「効

果を確認するために地下水位を定期的

に測定し、その記録を提出しなければ

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

る。今回の地下水位を測定していなか 

った事例は、平成26年度にも同様の事 

例について指摘を行っていたことか 

ら、工事による周辺への安全に関する 

意識がまだ不十分な事例と言わざるを 

得ない。ウエルポイント工法の工事を 

伴う掘削の施工にあたっては、周辺の 

安全に十分配慮し、必要な届出及び報 

告を行うとともに、地下水位の定期的 

な測定及び記録の提出を行うことにつ 

いて、受注者に対して指導するよう職 

員への周知徹底を確実に行われたい。 

（西部管路センター、 

南部管路センター、大治浄水場） 

ならない。」という点については、受

注者との初回打合せにおける今後の重

点注意項目として確認と周知を行いま

した。

今後は相互チェック機能も活用でき

る環境を整え再発防止に努めてまいり

ます。       （大治浄水場） 

ご指摘の件につきましては、年度当 

初の平成29年 5月26日に設計積算並び 

に施工管理に係る各部署職員を対象 

に、平成28年度市工事監査指摘事項等 

説明会を開催し、今回のみならず過去 

の指摘事項等を含めて、改めて周知を 

図るとともに、説明会参加者による職 

場内研修を行うことで、その内容を広 

く周知しました。 

 また、ウエルポイント工法による水 

替工を行う場合には、当局の土木工事 

共通仕様書に加えて、平成29年 8月よ 

り設計書に特記仕様書を別途添付する 

ことにしました。さらに、関係職員に 

対しても、平成29年 8月15日の仕様書 

等改訂説明会で周知しました。 

     （技術管理課） 

2 取付管と雨水ますの接合部などの施工 

について 

 上下水道局の土木工事共通仕様書で 

は、道路に埋設された下水道の取付管 

と雨水ますの接合部などは、隙間が生 

じないようモルタルで入念に仕上げる 

ことと定めている。 

「中川区元中野町 3丁目付近取付管 

改良工事」では、老朽化により生じた 

取付管の接合部における隙間などか 

ら、道路の下にある土砂が管内に流入 

することによる道路の陥没を未然に防 

ぐため、老朽化した取付管及び雨水ま 

すの取り替え工事を行っていた。その 

取り替えた取付管と雨水ますの接合部 

などについて確認したところ、モルタ 

ルによる仕上げが不十分であることか 

ら隙間が生じている部分が散見され、 

将来、その隙間から道路の下にある土 

（監査期間中に措置済） 措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

砂が管内に流入するおそれのある状況 

となっていた。本件工事の目的は、道 

路の陥没を未然に防ぐことであるにも 

かかわらず、この工事では、取り替え 

た75箇所の雨水ますの内の12箇所にお 

いて不適切な施工となっていた。ま 

た、これらの箇所は、施工後の現場確 

認において容易に気づくことができる 

事例であった。 

不適切な施工箇所については、速や 

かに改善工事を実施されたい。また、 

監督員は現場の施工状況を適時確認す 

るなど適切な工事監理を確実に行われ 

たい。    （西部管路センター） 

 なお、上下水道局においては、指摘 

に基づき平成29年 3月に改善工事を実 

施した。 
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平成29年監査公表第 3号関係分（平成29年 5月17日公表） 

市民経済局・観光文化交流局・財政局（工事） 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

1 法定点検の結果を受けた対応について 

建築基準法（昭和25年法律第 201 

号）では、建築物が 3階以上かつ延べ 

面積が 500平方メートルを超えるなど 

の一定の規模を有する建築物には、防 

煙壁や排煙口などの建築設備を設置す 

ることと定めている。また、建築物の 

所有者や管理者などは、その建築物に 

おける必要な建築設備が適切に作動す 

るなど常時適法な状態に維持するよう 

に努めなければならないと定めてい 

る。 

「北部市場特殊建築物等（建築設 

備）定期点検業務委託」及び「北部市 

場中央監視室運転管理委託」では、建 

築基準法に基づく建築設備の定期点検 

業務を行っていた。その点検結果を確 

認したところ、施設利用者が管理して 

いる備品などが積み重ねられているこ 

とにより、 3箇所の防煙壁及び 1箇所 

の排煙口の作動に障害となっていると 

の報告を委託先の業者から受けていた 

が、障害となっている備品の積む位置 

や高さを変えるなど適切に作動するた 

めの対応を行っていなかった。 

火災発生時において、煙の拡散防止 

や避難に支障がある高さまで煙などが 

降下してくることを防ぐために設置し 

た防煙壁や排煙口が作動しないこと 

は、適法な状態でないことから、施設 

利用者の安全のため、速やかに防煙壁 

や排煙口について適切に作動するよう 

対応されたい。 

（市民経済局中央卸売市場北部市場 

管理課） 

なお、市民経済局においては、指摘 

に基づき平成28年11月に防煙壁や排煙 

口の作動に障害となっている備品の高 

さを変えるなどにより、適切に作動す 

るよう対応した。 

（監査期間中に措置済み） 措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

2(1) 産業廃棄物の処理について 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和45年法律第 137号）では、事業 

者はその事業活動に伴って生じた廃棄 

物を自らの責任において適正に処理し 

なければならないと定めている。ま 

た、産業廃棄物を適正に処理するにあ 

たり、事業者が運搬又は処分を他人に 

委託する場合においては、運搬の許可 

を受けた者又は処分の許可を受けた者 

にそれぞれ委託し、当該委託に係る産 

業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処 

分を受託した者の氏名又は名称などの 

事項を記載した産業廃棄物管理票（注） 

を交付しなければならないとされてい 

る。 

「北部市場汚水管及び汚水中継槽等 

清掃委託」では、市場内の汚水管及び 

汚水中継槽の清掃と併せて、汚泥の運 

搬及び処分を委託していた。この汚泥 

は、産業廃棄物であることから、市民 

経済局が事業者として適正に処理して 

いるか確認したところ、委託先の業者 

は、運搬の許可を受けていたが、処分 

の許可を受けていない者であった。ま 

た、産業廃棄物管理票も事業者として 

交付していなかった。 

本指摘事項を受け、過去の年度に行 

った同委託について確認したところ、 

平成23年度から平成25年度までの同委 

託においても同様に誤っていた。ま 

た、平成26年度においては、産業廃棄 

物管理票を市民経済局が事業者として 

交付していたものの、委託先の業者が 

記載したものを交付しただけであり、 

自らが事業者であることを認識してい 

なかったとのことであった。 

他の市場の同委託についても確認し 

たところ、本場及び南部市場は産業廃 

棄物の処理にあたり、自らが事業者で 

あることを認識し適正に実施されてい 

たことからして、北部市場は、明らか 

に認識不足と言わざるを得ない。今後 

は、責務を認識し、廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律に基づく処理の手続

本件は、産業廃棄物処理を伴う委託 

業務に関する知識が不足していたこと 

が原因でした。指摘を受け、処理委託 

基準等が記述された「産業廃棄物処理 

の手引き」（名古屋市環境局廃棄物指 

導課作成）を職員に配布し、職場会議 

において担当係長が排出事業者として 

適正な事務執行に努めるよう周知徹底 

しました。 

平成29年度においては、収集・運搬 

及び処分の許可の確認を契約前に行 

い、許可を受けた業者と直接契約を行 

うこととしました。また、産業廃棄物 

管理票は排出事業者として交付したの 

ち、収集・運搬及び処分の業務を開始 

することを特記仕様書に明記し、手続 

きを確実に行うよう再発防止に努めま 

した。 

（市民経済局中央卸売市場北部市場） 

措置済 
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

 きを確実に実施されたい。 

（市民経済局中央卸売市場北部市場 

管理課） 

2(2) 契約事務手続きについて 

名古屋市契約規則では、契約金額が 

 100万円以上であるときは、検査を終 

了したのち直ちに検査調書を作成し、 

これに記名押印しなければならないと 

定めている。 

 「国際展示場第 1展示館天井材落下 

防止工事」始め 3件では、 100万円以 

上の契約であったが、必要な検査調書 

を作成していなかった。 

契約事務手続きにあたっては、名古 

屋市契約規則に基づいて適正に行われ 

たい。（観光文化交流局MICE推進室） 

本件は、検査調書の作成について職 

員の認識不足、理解不足が原因であっ 

たことから、平成29年 5月 1日の職場 

会議において室長から本実務を行う職 

員に対し、「名古屋市契約規則」を配 

布し、 100万円以上の契約について 

は、必ず検査調書を作成するよう周知 

徹底を行いました。 

また、「契約事務チェックリスト」 

（財政局契約監理課）を活用し、発注 

を担当する職員及び経理を担当する職 

員が二重にチェックすることにより検 

査調書始め契約事務手続きが適正に行 

われていることを確認するなど、再発 

防止に努めました。 

（観光文化交流局MICE推進室） 

措置済 
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平成29年外部監査公表第 2号 

 地方自治法第 252条の38第 6項の規定に基づき市長等から措置を講じた旨の

通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

  平成29年11 月14日 

 名古屋市監査委員  藤 沢 ただまさ

同         岡 本 やすひろ

同         黒 川 和 博  

同         橋 本 博 孔  
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平成29年外部監査公表第 1号関係分（平成29年 2月16日公表） 

子ども青少年局 

（平成29年 8月31日現在の状況） 

番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

第 3 

1 

(3) 

ア 

延長保育等補助金の申請について 

延長保育等補助金交付決定書の差し替

えが 5件あり、差し替え事由のうち多か

った短時間延長保育補助の短時間認定こ

ども在籍数の訂正について、補助金交付

決定額の民間保育所別一覧表である「延

長保育等補助金交付決定一覧」とその基

礎データを提供する「短時間延長補助基

礎データ」ならびに民間保育所が提出す

る延長保育等補助金交付申請書を閲覧し

て短時間認定児の人数を調査した。 

その結果、延長保育等補助金交付決定

一覧表の人数は、その基礎データを提供

する「短時間延長補助基礎データ」の人

数のうち多い人数が選択されていた。し

かし、民間保育所からの延長保育等補助

金交付申請書の短時間認定児の在籍数と

は異なる場合もあった。 

在籍児童数は市が把握しているデータ

が正確なものであり、補助金の交付決定

額に誤りはないが、民間保育所からの延

長保育等補助金交付申請書の再提出が漏

れていたものである。 

当初の民間保育所の延長保育等補助金

交付申請書だけではなく、訂正後の延長

保育等補助金交付申請書を入手して訂正

したデータの確認を民間保育所に求める

必要がある。 

（保育企画室）

該当する民間保育所等に対し、

平成27年度分及び平成28年度分に

かかる訂正後の延長保育等補助金

交付申請書の再提出を求め、収受

いたしました。 

また、本件は、補助金交付申請

の取り扱いにかかる認識不足が原

因であったため、平成29年 3月10

日に係内にて周知を行いました。 

（保育企画室） 

措置済

第 3 

2 

(7) 

ア 

賃貸借契約書の入手時期について 

保育事業を営む運営法人が賃借料等補

助の交付申請をする場合には、「民間保

育所の賃貸本園設置補助金交付申請書」

に建物等賃貸人との間で締結された賃貸

借契約書を添付して申請する。この場合

の賃貸借契約書は写しの提出が認められ

ているが、契約書の写しには、「原本と

補助金交付決定に際して確認す

べき事項を正しく理解していなか

ったため、賃借料補助の交付決定

にあたっては、賃貸借契約書の写

しが添えられた申請書を受理し、

契約内容を確認した上で、決定通

知を行うよう平成29年 3月29日に

係内にて周知徹底しました。 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

相違がない」ことの旨を記載、もしくは

スタンプ印を押印する必要がある。市で

は、当申請書と契約書の写しをもって補

助金交付の決定通知書を通知し、当通知

は各年度の 4月 1日に行われる。 

賃貸借契約書の写し等の申請書類を閲

覧したところ、平成27年度申請分につき､

申請書類にはすべて賃貸借契約書の写し

が備わっていたが、賃貸借契約書の写し

に記載、もしくは押印されている「原本

と相違がない」旨の日付が補助金交付の

決定通知が通知される 4月 1日よりも後

の日付となっているものがあり、補助金

交付の決定通知書の通知より前に賃料等

の契約内容を確認しているか不明確であ

った。この点、補助金交付の可否および

金額の決定にあたって、契約書の内容の

確認は必要条件である。前年度から契約

内容が変更されていない可能性があるも

のの、契約の解除や内容の変更が可能性

として残されている以上、少なくとも補

助金交付の決定通知書を通知する前には

入手し確認する必要があるため、今後は

改善されたい。 

（保育企画室）

（保育企画室） 

第 3 

3 

(3) 

ア 

請書の記載漏れについて 

森田保育園の外構フェンス取替工事の

請書を閲覧したところ、履行期間の月日

が空欄となっていた。これについては、

業者とは履行期間について口頭では確認

を取っていたとのことであるが、民法 

 4 12条第 3項によれば、「債務の履行に

ついて期限を定めなかったときは、債務

者は、履行の請求を受けた時から遅滞の 

責任を負う。」とされているため、仮に､

業者が口頭で確認した履行期間に契約が

履行されず、市も履行期間経過後ただち

に履行の請求をしなかった場合、適正な

延滞金が徴収できないことになる。 

したがって、請書の履行期間が空欄と

なっていた場合には、必ず記載を求める

べきである。

（保育運営課）

契約の締結に際し必要な書類の

記載内容に対する確認が不十分で

あったため、請書等の書類が業者

から提出された際には、内容に不

備がないか確認し、不備があった

場合には、業者に訂正もしくは追

記させるよう徹底することを平成 

28年12月 2日の係会議にて周知し､

今後の再発防止を図りました。 

（保育運営課） 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

第 3 

4 

(3) 

ア 

民間保育所からの改善報告について 

「監査実施要綱」によれば、市は指導

監査の結果、改善報告を求める指摘事項

については、指導監査終了後 1月間以内

を目途として施設の代表者に対して文書

をもって通知し、また、通知の日から 1

月間以内の期限を付して、民間保育所か

らの改善報告書の提出を求めている。 

民間保育所からの改善報告書の一部を

閲覧した結果、次の民間保育所について

は、通知の日から 1月間を超えた日に改

善報告書が提出されていた。 

（表省略） 

指摘事項には、重大な事項や 2年以上

連続した指摘も含まれており、指摘事項

が改善されているかどうか、確認監査が

必要かどうか、継続的な指導が必要かど

うかなどを確認するため、改善報告書の

提出期限が遵守されるよう、今後も民間

保育所に対する継続的な指導を徹底され

たい。 

（保育運営課）

報告書の期限内の提出指導が徹 

底されていなかったため、民間保 

育所からの改善報告書については、

平成29年度から改善報告を求める 

通知の中で、提出期限をより明確 

に示すようにするとともに、提出 

の有無を管理した上で期限内の提 

出について指導を徹底することと 

しました。 

なお、保育所長研修会等におい

ても、提出期限の厳守について周

知徹底を行います。 

（保育運営課） 

措置済

第 3 

4 

(3) 

ウ 

収支計算分析表の提出について 

国からの通知文書である「委託費の経

理等について」によれば、民間保育所の

決算書等において、委託費（保育所運営

費）に係る当該会計年度の各種積立資産

への積立支出及び当期資金収支差額合計

が、当該施設に係る拠点区分の事業活動

収入計（決算額）の 5％を上回る場合に

は、「委託費の経理等について」で定め

る収支計算分析表の提出を求め、委託費

（保育所運営費）の使途範囲等が「委託

費の経理等について」に示されている事

項を遵守しているかどうかを確認するこ

ととされている。 

市においては、民間保育所に対する決

算ヒアリングにおいて、収支計算分析表

の提出の有無等を確認しているが、平成

26年度の決算ヒアリング資料の一部を閲

覧したところ、収支計算分析表の提出が

必要であると確認されている民間保育所

のうち、名東区に設置する保育所 4件、

天白区に設置する保育所 1件について、

収支計算分析表の提出について

は、決算ヒアリングで確認した際

に、該当園に対して提出を指導し

ていましたが、提出が徹底されて

いなかったため、平成29年度から

は、決算ヒアリングの際に提出す

るよう、保育運営課から関係特定

教育・保育施設長あての文書によ

り周知徹底しました。（平成29年

 3 月27日実施） 

（保育運営課） 

措置済
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番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

収支計算分析表の提出がなされていなか

った。 

「委託費の経理等について」に従って､

民間保育所に対して収支計算分析表の提

出を徹底されたい。 

（保育運営課）

第 3 

4 

(3) 

エ 

取崩協議書の事前提出について 

国からの通知文書である「委託費の経

理等について」によれば、民間保育所に

おける決算書等における前期末支払資金

残高の取り崩しについては、事前に市に

協議を求め、審査の上適当と認められる

場合は、使用を認めて差し支えないこと

とされている。 

なお、自然災害その他止むを得ない事

由によりその取り崩しを必要とする場合

又は取り崩す額の合計額がその年度の取

り崩しを必要とする施設に係る拠点区分

の事業活動収入計（予算額）の 3％以下

である場合は事前の協議を省略して差し

支えないこととされている。 

すなわち、上記に該当しない場合には､

前期末支払資金残高の取り崩しについて

は、事前に市に協議を求めることが必要

であり、市では取崩協議書の様式を定め､

民間保育所に対して取崩協議書の提出を

求めており、民間保育所に対する決算ヒ

アリングにおいて、取崩協議書の提出の

有無等を確認している。 

平成26年度の決算ヒアリング資料の一

部を閲覧し、取崩協議書の提出が必要で

あると確認されている民間保育所のうち､

天白区に設置する保育所 2件について、

取崩協議書及び添付書類を閲覧した。 

取崩協議書に記載の金額は平成26年度

決算の数値であること、添付書類が平成

26年度決算書等であること、取崩協議書

の日付が平成27年 7月となっていること

（ 1件は日付空欄）から、取崩協議書は

平成26年度決算後に提出されているもの

と考えられる。 

「委託費の経理等について」によれば､

取り崩しの協議は、事前に行うこととさ

れているため、民間保育所に対して取崩

協議書の事前の提出を徹底されたい。 

取崩協議書の事前提出の必要性

が徹底されていなかったため、取

崩協議書が必要な場合は事前に提

出するよう、保育運営課から関係

特定教育・保育施設長あての文書

により周知徹底しました。（平成

29年 3 月27日実施） 

その他、所長研修会においても

改めて周知を行ったところです。

（平成29年 5 月24日実施） 

（保育運営課） 

措置済

53



番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

（保育運営課）

第 3 

5 

(7) 

ア 

(ｲ) 

債権管理台帳の記載 

債権管理台帳を閲覧したが、長期滞納

者の対象債権のリストはあるものの、債

権管理台帳をデータとして打ち出した日

以降の、債権の入金状況等の記載やある

いは債務者との交渉の経過の記録が記帳

されていない。記録されていたとしても

督促状の発付日、催告書の発付日の記載

しかない場合が散見された。特に債務者

との交渉の経過の記録は、滞納解消まで

の重要な記録になるので、滞納原因や催

告の過程、折衝の内容、回収の日時など､

滞納者に関する情報をもれなく記載し、

常に最新の状態に更新しておかれたい。 

（西区）

債権管理台帳に記載すべき内容

に対する認識が不足していたた

め、滞納者に関する情報を漏れな

く記載するよう、平成28年 8月29

日の係会により周知徹底を行いま

した。

債権管理台帳への債務者の交渉 

の経過記録については、滞納原因､

催告の過程、折衝の内容及び回収

の日時を含め、滞納者に関する情

報を漏れなく記載するよう、平成

28年 9月から対応しています｡ 

（西区民生子ども課） 

措置済

第 3 

5 

(7) 

ア 

(ｳ) 

長期滞納債権の不納欠損処理について 

a 西区 

西区の債権管理台帳を閲覧したところ､

督促状の指定納付期限の翌日から 5年間

を経過している債権があり（債務者は 1

名で、金額合計は 173,100円）、いずれ

も時効完成日が平成28年 3月31日と記載

されていた。この債権に関して、財務会

計上の不納欠損処理の有無について調査

したが、財務会計上の不納欠損処理が区

役所では実施されていないとのことであ

った。滞納整理事務の手引きによれば、

不納欠損の事由が生じたものについては､

原則として、当該年度末に一括で処理す

るとして、具体的な事務については、当

該年度の 3月初旬頃に子ども青少年局か

ら各区役所あてに事務連絡でお伝えする

と記載されている。また、会計規則上、

不納欠損処分を行う事由が生じたときは､

不納欠損処分の手続をし、直ちに、その

内容を会計管理者に通知するものとする

とされている。 

時効完成日が到来した債権については､

時効完成日を含む事業年度において不納

欠損処理を実施されたい。 

a 西区 

本件は、不納欠損処理に対する

理解が不十分であったことが原因

でした。 

平成29年 2月23日の係会で周知

徹底を行うとともに、該当する債

権については平成29年 3月24日に

不納欠損処理を完了しました。 

（西区民生子ども課） 

措置済

54



番号 指摘事項（監査結果） 措置状況 備考 

b 中川区 

中川区の平成27年度に発生した不納欠

損処理に関して閲覧したところ、平成27

年 3月 2日に時効完成した債権の不納欠

損処理について平成27年10月14日に決裁

を受けていたが、本来であれば、平成26

年度中に不納欠損処理すべき債権であっ

た。 

年度内に時効完成予定の債権は、事前

に子ども青少年局で把握し、年度末まで

に不納欠損処理を各区役所に通知し、各

区役所において、不納欠損処分の決裁を

とってから、当該年度決算までに財務会

計システムに不納欠損処理を実施すると

いう手続きを実施されたい。 

b 中川区 

年度内の不納欠損処理が徹底さ

れていなかったため、平成29年 2

月27日の係会で周知徹底を行いま

した。 

 なお、平成27年度以降の不納欠

損処理については、それぞれ年度

内に完了しています。 

（中川区民生子ども課） 

措置済

第 3 

5 

(7) 

エ 

(ｲ) 

利用調整の決裁もれ 

保育施設の利用申込にあたり、毎年12

月にいったん申し込みを締め切り（ 1次

申し込み）、希望する施設に対して定員

を超える申し込みがあった場合には、市

として申込者の相対的な順位づけを行う

利用調整を行っている。 

また、施設定員に対して空きがある場

合には、 3月まで追加申し込みを受け付

け（ 2次申し込み）、再度、利用調整を

行っている。 

この点につき、平成27年度の利用調整

の決裁状況を確認したところ、 1次申し

込みについては、民生子ども課課長まで

の回議・合議による決裁が確認できたが､

 2 次申し込みについては、当該決裁が確

認できなかった。 

保育施設の利用の可否は、家庭に大き

な影響を与えるため、利用調整について

はその経過を記録し、市として調整を決

裁する必要があると考える。 

なお、平成28年度は、 2次申し込みに

ついても、民生子ども課としての利用調

整の決裁の事実が確認できた。 

（中川区）

平成28年 4月以降の利用調整に

ついては、民生子ども課長までの

決裁を実施していますが、利用調

整の決裁を徹底するため、改めて

平成29年 2月27日の係会で周知を

行いました。 

（中川区民生子ども課） 

措置済
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第 3 

5 

(7) 

キ 

入所予約の添付書類について

入所予約の申し込みをする場合には、

「出産（予定）証明書又は母子健康手帳｣

の他にも「就労先の事業所が作成・交付

した休業の許可に関する書類」、「その

他、申し込みをされた方の状況により、

指示する書類」の提出が必要となる。区

役所において、入所予約の申込書等一連

の書類を閲覧したが、「就労先の事業所

が作成・交付した休業の許可に関する書

類」を確認できない申込書類があった。

この点、入所予約制度の利用にあたって

は、「法律に定める産前、産後休業（産

休）又は育児休業（育休）を取得してい

るか取得する予定であること（または、

これに準ずる状況にあること）。」が要

件となっている。「就労先の事業所が作

成・交付した休業の許可に関する書類」

は当該要件を確認するための必要書類で

あることから、チェックリスト等を活用

して確実に提出を求め、ファイリングす

るように是正されたい。 

（緑区）

平成29年 2月以降、保護者に提

出を求める書類のチェックリスト

を作成し、必要書類が漏れなく提

出されるよう改善し、提出された

書類のファイリングを確実に実施

しているところです。 

（緑区民生子ども課） 

措置済
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   農業委員会総会の開催公告 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第27条第 1項の規定に基 

づき名古屋市農業委員会総会を開催するので、次のとおり公告する。 

  平成29年11月16日 

                 名古屋市農業委員会会長 岩田  公雄 

1 開催日時 

平成29年11月20日（月） 午後 2時00分 

2 場所 

  名古屋市役所西庁舎12階 第10会議室 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

3 議案 

  第30号議案 農地法第 3条の規定による所有権移転許可申請について 

第31号議案 農地法第 5条の規定による所有権設定許可申請について 

  第32号議案 農地法第 5条の規定による使用貸借権設定許可申請について 

第33号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について 

  第34号議案 相続税の納税猶予に関して引き続き農業経営を行っている旨 

の証明願について 

  第35号議案 遊休農地の認定について 

  第36号議案 農地法第36条第 1項の規定による勧告について 

  第37号議案 土地改良事業参加資格交替申出の承認について 

  第38号議案 名古屋市農業振興基本方針（改定素案）に係る意見聴取につ 

        いて 

名古屋市農業委員会事務局農政課 
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